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【開催日】 令和２年９月２日 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午後３時１０分 

【出席委員】 

委 員 長 大 井 淳一朗 副 委 員 長 水 津   治 

委 員 河 﨑 平 男 委 員 杉 本 保 喜 

委 員 松 尾 数 則 委 員 矢 田 松 夫 

委 員 吉 永 美 子   

【欠席委員】 なし 

【委員外出席議員等】 なし 

【執行部出席者】 

福 祉 部 長 兼 本 裕 子 福 祉 部 次 長 岩 佐 清 彦 

国 保 年 金 課 長 梅 田 智 幸 国保年金課課長補佐 石 橋 啓 介 

国保年金課主査兼特定健診係長 石 井 尚 子 国保年金課主査兼国保係長 伊 藤 佳和子 

国保年金課主査兼年金高齢医療係長 岩 壁 寿 恵 国保年金課収納係長 山 田 幸 生 

高 齢 福 祉 課 長 麻 野 秀 明 高齢福祉課主幹 大 井 康 司 

高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 荒 川 智 美 高齢福祉課主査 篠 原 紀 子 

高齢福祉課高齢福祉係長 古 谷 雅 俊 高齢福祉課介護保険係長 藤 永 一 徳 

病院事業管理者 矢 賀   健 病院局事務部長 國 森   宏 

病院局事務部次長 和 氣 康 隆 病院局総務課主幹 藤 本 義 忠 

病院局医事課主査 佐々木 秀 樹 病院局総務課経理係職員 岩 本 隆 嗣 

【事務局出席者】 

事 務 局 長 尾 山 邦 彦 事 務 局 主 査 島 津 克 則 

 

【付議事項】 

１ 議案第８０号 令和元年度山陽小野田市国民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定について（国保） 

 

２ 議案第８２号 令和元年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定について（国保） 

 

３ 議案第８１号 令和元年度山陽小野田市介護保険特別会計歳入歳出決算認

定について（高齢） 
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４ 議案第９０号 令和２年度山陽小野田市病院事業会計補正予算（第１回）

について（病院） 

 

５ 議案第８５号 令和元年度山陽小野田市病院事業決算認定について（病院） 

 

 

午前９時 開会 

 

 

大井淳一朗委員長 ただいまより民生福祉常任委員会を開会します。お手元に

あります審査日程に従って進めますので、委員会運営に御協力のほど、

よろしくお願いします。まず、審査に入る前に、先般の議会運営委員会

におきまして報告がありましたように、効率的に委員会運営を行ってい

きたいと思います。質疑は、なるべく決算に従って質問していただきた

いということと、例えば実績報告書がありますが、これに既に載ってい

る数字を聞くとか、そういうことがないようにしていただきたいと思い

ます。それから、厚生労働省の指示により、３０分を目安に休憩を取り

たいと思います。３０分で強制的に打ち切るということはしませんが、

大体３０分を経過しましたら、休憩を取りますので、御協力をよろしく

お願いします。それでは議案第８０号、令和元年度山陽小野田市国民健

康保険特別会計歳入歳出決算認定について、執行部の説明を求めます。 

 

梅田国保年金課長 それでは議案第８０号、令和元年度山陽小野田市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算について御説明します。なお、決算の参考資

料として今年度版山陽小野田市の国保を基に、特に関連性の高い部分を

抜粋などして作成したものをお配りしております。こちらの資料につき

ましても、決算書と併せて御説明します。なお、国民健康保険制度につ

きましては、平成３０年度から事業主体を都道府県とする、いわゆる県

広域化へと制度改正され、令和元年度はその２年目の決算となります。

それでは、決算書に沿って御説明します。まず、決算書の２３ページを

お願いします。歳入歳出決算総括表です。予算現額７４億２，７７４万

６，０００円に対しまして、歳入額７４億３，８０８万３，８７４円、

歳出額７３億９１１万２，０３２円となり、差引き形式収支は１億２，

８９７万１，８４２円の黒字となりました。翌年度へ繰り越すべき財源

はありませんので、同額が翌年度への繰越金となります。続きまして、
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３２０ページからの決算に関する説明書について御説明させていただき

ます。説明は歳出からさせていただきます。３３０ページをお願いしま

す。１款総務費のうち、１項総務管理費は、職員の人件費やオンライン

資格確認導入に伴う国保システムの改修委託料が主なものです。続いて

３３２ページの２項徴収費は、賦課徴収に係る物件費となっています。

３項運営協議会費は運営協議会委員への報酬です。運営協議会は、令和

元年度は８月、１月の２回開催しております。続きまして、２款保険給

付費は総額で５２億５，９４７万８９７円となり歳出全体の約７２％を

占めています。なお、この保険給付費は、後ほど歳入でも御説明いたし

ます県補助金の保険給付費等交付金により運用しています。歳出の内訳

といたしましては、１項療養諸費に係るものが４５億６，０６３万７９

８円、２項高額療養費に係るものが６億８，２８０万１，９９３円、続

いて３３４ページの４項出産育児諸費に係るものが１，１０８万８，１

０６円、５項葬祭諸費に係るものが４９５万円となっております。続き

まして、決算書の３３６ページをお願いします。３款国民健康保険事業

費納付金ですが、こちらは、国保制度の県広域化に伴って平成３０年度

から新たに設定された歳出科目です。この国民健康保険事業費納付金は、

県が保険事業を行うに当たり必要とする財源の一部を、県内の各市町に

所得水準や医療費水準等を加味した上で案分して請求し、納めさせる納

付金で、本市は令和元年度に１７億４，６４７万５，４４８円を歳出し

ております。この金額は、歳出全体の約２３．９％を占めています。続

きまして、４款共同事業拠出金は７７０円を歳出しております。この共

同事業拠出金は、市が国保連と共同で行う国保資格の調査に係る拠出金

です。続きまして、５款保健事業費は特定健診、がん検診等に係る委託

料のほか、受診券の郵送に係る事務費、はり・きゅう施術に係る補助金

等で、６，１３２万３，１６５円となりました。資料の１ページを御覧

ください。下段の特定健診受診状況ですが、個別健診につきましては、

医師会の御協力を頂きながら、市内３６の医療機関で実施してまいりま

した。一方、集団健診につきましては、保健センターを中心に１４回、

うち１０回は総合健診としてがん検診と同時実施してまいりました。令

和元年度の特定健診受診者数は３，９２３人で、前年度と比べて約１２

０人増加しました。受診者が増加した理由は、令和元年度から自己負担

額を無料としたことが影響しているのではないかと考えております。今

後におきましても、集団検診の土日開催やがん検診との同時実施、また

協会けんぽさんとの合同開催など、健康増進課と連携を図りながら、よ
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り充実した健診になるよう努力していきたいと考えております。令和元

年度から新たに開始した保健事業である糖尿病性腎症重症化予防事業及

び脳ドック検診補助事業については、資料の中ほど６番と７番に記載し

ております。まず、糖尿病性腎症重症化予防ですが、１０名の定員に対

して、当初１０名の方が参加されました。しかしながら、保険が変更に

なった等の理由で、３名の方が途中で中止となり、残る７名の方がプロ

グラムの最後まで完了されました。脳ドック検診補助については５０名

の定員に対し１８１名の応募がありました。受診された５０名のうち、

１８名が要経過観察、６名が要精密検査という所見が示されたとのこと

ですので、早期の治療につなげるきっかけとなったのではないかと考え

ております。続きまして、決算書の３３８ページをお願いします。中段

の６款基金積立金では、１億１，９２８万９，０００円を国民健康保険

基金に積み立てています。基金の残高につきましては、資料の５ページ

をお願いします。最下段の国民健康保険基金残高推移ですが、令和元年

度は前年度末から１億１，６５５万５，０００円減少し、５月末時点の

残高は１０億２，９７０万２，４５７円となっております。今後の基金

活用につきましては、国民健康保険事業費納付金の額の推移等を注視し

ながら、毎年度の国保料の料率を安定させるために活用することに主眼

を置きながら、医療費の削減にもつながる保険事業に積極的に活用して

いく方針としております。続きまして、決算書の３４０ページをお願い

します。７款諸支出金ですが、保険料の過誤納に対する還付金及び県か

ら交付された療養費給付費の清算に伴う償還金等で１，２４５万４，５

４９円となりました。以上、歳出合計７３億９１１万２，０３２円とな

り、予算現額に対する執行率は９８．４％となっております。歳出の御

説明は以上です。続きまして、歳入の説明に移りますが、まず資料を使

って本市の国民健康保険を取り巻く状況について御説明したいと思いま

す。資料の２ページをお願いします。こちらは、本市の国民健康保険の

被保険世帯数及び被保険者数の推移です。いずれも、この１０年間減少

を続けております。今後も団塊の世代の方が後期高齢者に移行されるこ

とにより、この減少傾向は続くと考えられます。次に、資料の３ページ

をお願いします。こちらには、保険料率の１０年間の推移を記載してい

ます。表下段の平成３０年度に大幅な引下げを行い、令和元年度は据置

きとしております。今年度の保険料率の決定に当たっては、現在の新型

コロナウイルス感染症の影響による家庭の経済状況の悪化に鑑み、保険

料率を多少でも引き下げられないかということについて、担当課として
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も検証を重ねました。しかしながら、結果としましては、昨年度から据

置きとしました。理由としましては、今年の経済状況からすると、被保

険者の方の今年の所得額は大きく減少することが見込まれ、それに伴っ

て、来年度の保険料収入も大きく減少することが想定されるためです。

本市の国保財政は毎年度、基金からの繰入れを一定程度行うことで、現

在の保険料率を維持しています。したがって、保険料収入が減少すると

基金からの繰入額が増えることとなります。基金からの繰入額が増える

と、基金が枯渇する時期も早まってしまう結果となります。このタイミ

ングで保険料の引下げを行うと、基金が枯渇する時期を更に早めてしま

うことにつながり、結果として、保険料の引上げを行わなければならな

く時期を早めてしまうこととなってしまうため、現状においては保険料

の引下げを行うよりも、保険料の引上げを行わない時期を少しでも後ろ

倒しすることが重要と考え、保険料率を据え置くこととしました。その

上で、今後、経済が好転し保険料収入が安定的に増加する状況となりま

したら、その際には、改めて保険料の引下げについても検討したいと考

えます。続きまして、資料の４ページをお願いします。こちらは過去６

年間の国民健康保険料の収納率の推移です。最下段が令和元年度ですが、

合計の現年度分が９４．２％と前年度比でおよそ１．５％伸び、ここ最

近で最も良い率となっています。これは、平成２９年度から独立した収

納係を作り、きめ細かい収納業務を行うようになった成果が徐々に現れ

始めたのではないかと考えています。しかしながら、今回の収納率でも

県内では平均よりも少し下ぐらいの率ですので、更に収納率を上げてい

く努力は必要と考えています。続きまして、資料の５ページをお願いし

ます。滞納、督促、差押え等の状況です。まず、左上の滞納世帯数は令

和元年度末において１，１９８世帯で、平均世帯数の約１４．５％を占

めていますが、ここ数年は減少の傾向にあります。続いて右上の短期保

険者証及び資格証明書件数ですが、令和元年度末は前年度末に比べてい

ずれも減少しています。続いて、その下の差押件数ですが令和元年度は

前年度に比べて、件数で１１６件、率にして２６％増加、額では約８７

０万円、率にして７７％増加しています。これにつきましても、独立し

た収納係を作った効果が現れ始めたものと考えています。それでは、決

算書の御説明に戻りたいと思います。決算書の３２０ページをお願いし

ます。まず、１款国民健康保険料は１０億９，９７０万５，１５３円、

２款国民健康保険税は８０万７，８５９円となりました。これら全体の

保険料、税収入は１１億５１万３，０１２円となり、歳入全体の１４．
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８％を占めています。続きまして、決算書３２２ページをお願いします。

中段３款使用料及び手数料は７１万９，３２０円で、督促手数料等とな

っています。続きまして、４款国庫支出金は１８８万５，０００円で、

東日本大震災原発事故被災の被保険者の一部負担金に係る災害臨時特例

補助金や歳出で御説明しましたオンライン資格確認導入に伴う国保シス

テムの改修委託料に係る補助金が含まれています。続きまして５款県支

出金は５３億９，７７４万８，２８７円で、うち普通交付金が５２億４，

２７６万３，２８７円、特別交付金が１億５，４９８万５，０００円で、

歳出で御説明しました保険給付費に運用しています。続きまして、決算

書の３２４ページをお願いします。６款財産収入は、国保基金の運用利

息で、１万１，１４５円となりました。７款繰入金は、１項他会計繰入

金で、国保財政安定化のために一般会計から繰り入れる保険基盤安定繰

入金及び職員給与費等繰入金などで５億６，９０６万８，８５８円、２

項基金繰入金で、保険料率の引下げに活用するため国民健康保険基金繰

入金として２億３，５８４万４千円を繰り入れています。繰入金合計は

８億４９１万２，８５８円で歳入全体の約１０．８％を占めています。

続きまして、決算書３２６ページをお願いします。８款繰越金は１億１，

５５５万４，１０３円となりました。９款諸収入は一般被保険者の第三

者行為に係る療養給付費の返納金や療養給付費等交付金の過年度分等で

合計１，６７４万１４９円となりました。以上、歳入合計７４億３，８

０８万３，８７４円となり、予算現額に対する執行率はおよそ１００％

となっています。以上で令和元年度国民健康保険特別会計決算について

の説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いします。 

 

大井淳一朗委員長 執行部の説明が終わりました。歳出から入ります。お配り

の資料、皆様のお手元にあります実績報告書に基づいて質問される場合

は必ずページを示し、分かりやすく質問していただければと思います。

それでは、歳出の３３０ページからですが、款ごとに行きましょう。総

務費です。３３０ページから３３３ページの上のほうまでです。運営協

議会もあります。総務費で何かありますか。 

 

河﨑平男委員 ３３１ページですが、不用額２７３万７９７円ありますが、主

なものは何ですか。 

 

伊藤国保年金課主査兼国保係長 一番大きなものとしては委託料の関係で、い



7 

 

ろいろ審査等を国保連等に委託しているというようなものがあるんです

けれど、その中に共同電算委託料というものがありまして、そちらはレ

セプト枚数等によって金額が変わってまいりますので、金額を多めに取

っている部分もあります。そこの部分で１２０万程度不用額が出ており

ますので、そういったものがあろうかと思っております。 

 

吉永美子委員 ３３２ページの運営協議会です。いつもお聞きしますが、今回、

平成３０年度は３回、５月、８月、１月に開催されていますが、２回で

済んだ理由と、それと、やはり欠席があったことがここで分かるんです

が、その状況をお聞かせください。 

 

梅田国保年金課長 平成３０年度が３回の開催で、令和元年度が２回の開催の

理由ですが、冒頭で御説明しましたように、平成３０年度から、国保の

システムが県広域化ということになりました。その関係で、詳しい説明

等が必要だということで、平成２９年度と平成３０年度については、３

回ずつ開催しておりましたけれども、令和元年度につきましては、新し

い制度がもう既に運用され、安定的に行えるということで、２回開催と

いうことに戻させていただいたところです。それともう１点、欠席の状

況ですが、８月開催におきましては、全員の委員が出席していただいて

おります。１月につきましては、当初から１名の方が、予定が入ってい

るということで、欠席を表明されていたんですけれども、急にもう１名

の方も家族の都合で出席できないということになりましたので、合計で

２名の方が欠席されたというような状況です。 

 

吉永美子委員 急にというのはあり得ることなので、そこについては、あんま

り言えないところですけれども、年２回しかないというところで、１名

は既に欠席だったとおっしゃいましたっけ。予定でしたとおっしゃいま

したよね。 

 

梅田国保年金課長 運営協議会の開催時期につきましては、１月開催について

は８月の開催の最後に、１月の終わりぐらいに次回やるつもりですとい

うことで御説明しております。そういう状況で、１月末に運営協議会を

開催するという御案内を１か月ぐらい前にするんですけども、一人の方

については、ほかの役員を兼ねている関係がありまして、たまたまその

行事とかぶってしまったというようなところで、欠席になったというふ
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うに聞いております。 

 

吉永美子委員 極力、欠席がないようにということを当委員会で取り上げてき

たと思っているんですよ。やはり重なったときにどうするのとかいうの

は、重なっているからこっちを優先だよねということ自体が、それでい

いのかどうかというのが、ちょっと疑義があるにはあるんですけども、

やはり極力、いわゆる今年度ももう行っておられたりしているのかな。

だから、欠席がないという方向で、年２回しかやらないわけですから、

大事な協議会でしょう。はっきり言って、形だけなら要らないですよね。

それやったら、きちんと全員が出られる体制をつくっていただきたい。

病院の方については、木曜日にやってとか、いろんなことをされてきた

んでしょう。だから努力をお願いします。 

 

矢田松夫委員 これは毎年出ていますけれど、保険証の紙の質とか、改善とい

うのは検討されなかったということでしょうか。そして、来年の３月で

すね。保険証がマイナンバーカードと併用になるというのを見込んでや

らなかったのか。それとも全くやる気がなかったのか。検討もしなかっ

たのかをお願いします。 

 

梅田国保年金課長 昨年度の決算委員会のときだったと思いますが、保険証の

質について、もうちょっと工夫できないかというような御意見を頂きま

した。その後、プラスチック素材について、耐久性があるものに変更で

きないかということは検討しました。その検討の中で、やはり費用的な

ものがかなり大きくなるというところがありました。説明の中でも申し

上げましたけれども、本市の国民健康保険につきましては、基金を繰り

入れて、できるだけ保険料を安くしたいという思いがありますので、少

しの出費で済むんであれば採用というようなことも考えられたんですけ

ども、少しというわけにはいかないような状況でしたので、材質の変更

ということにつきましては見送りました。来年度から実施されるマイナ

ンバーカードが保険証として利用できることを見込んでしなかったのか

というような御質問ですが、マイナンバーカードを保険証として利用す

るかどうかというのは強制ではないというふうに聞いております。利用

される方は利用していただけるよう、国も、是非利用していただきたい

ということを強く申し上げておりますので、そのように担当課としても

推奨する方向ではありますが、通常の保険証につきましても、今までど
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おり使えるというように説明を受けておりますので、特にマイナンバー

カードが来年度から使えるようになったから、保険証はこのままでいい

んだというような発想で、そのままに据え置いたということではありま

せん。この保険証の質が劣化しやすいというようなものの対策としまし

て、本市で最低限できることは何かということを考えました結果、ビニ

ール製の保険証入れ、カード入れがありまして、これにつきましては、

それほど大きな出費が必要なく、採用できますので、窓口等に配備して、

御希望の方については、保険証入れを配布するということを始めました

ので、どうしても保険証の劣化が気になるという方につきましては、そ

ちらの保険証入れを御利用いただきたいというふうに思っております。 

 

大井淳一朗委員長 ラミネート加工は難しいんでしょうか。健康保険はキャッ

シュカードみたいな感じで固いんですけど。矢田さんが言うのは、そう

いうラミネートも含めたことも言っているんじゃないかと思います。 

 

伊藤国保年金課主査兼国保係長 ラミネート加工についてのカバーといいます

か、素材については検討等していないところなんですけれど、その代わ

りとして、カードサイズのケース、出し入れが簡単にできますので、そ

ちらを御用意させていただいているという形です。ラミネートを個人的

にやられていらっしゃる方とかもいらっしゃって、それを使っていただ

くことは構いませんので、お使いいただいているところです。 

 

矢田松夫委員 努力されているというのは分かりました。そっちに座っている

人は保険証を出したり入れたりすることはないんだけど、こっちに座る

人は何回も使うけど、見たら分かりますけど、折れたり、落としたり、

濡れたり、そういうのがあります。カードケースを置くというのは、ち

ょっと前進ですね。分かりました。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか総務費はよろしいですか。それでは約３０分たち

ましたので、ここで休憩したいと思います。３５分まで休憩します。 

 

午前９時３０分 休憩 

 

午前９時３５分 再開 
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大井淳一朗委員長 それでは委員会を再開します。総務費の質疑を打ち切った

んですが、副委員長から質問があるそうです。 

 

水津治副委員長 １３節の通信運搬費、予算には組んであるというふうに見え

るんですが、前年に比べて２６０万円程度増えている。これは何か今年

だけのものか、これからのものということで、新しい取組をされたとい

うことがあるんでしょうか。 

 

伊藤国保年金課主査兼国保係長 通信運搬費につきましては、３０年度は保険

証の期間が３月から翌年７月までという期間になっておりましたので、

３０年度は郵送しておりません。今年度は定期の形といいますか、期間

が１年で切り替えるという形で送付しておりますので、簡易書留で送付

をしておりますので、２６０万円程度、今年度増えております。来年度

以降も同じように簡易書留で送付しますので、同じぐらいの金額が掛か

るかと思います。 

 

梅田国保年金課長 先ほど御説明しました保険証入れの現物をお持ちしており

ますので、後ほど御覧いただければと思います。 

 

（保険証入れ配布） 

 

大井淳一朗委員長 結構固いですね。それでは２款の保険給付費に入りたいと

思います。３３５ページまで。 

 

河﨑平男委員 ３３３ページの療養諸費の関係ですが、不用額８，４８９万１，

９７１円がありますし、２目の１９節へ流用。その下の１目１９節から

流用。目内流用というか、流用はほかの細節がないからできるんですか。

１目、２目の関係なんですが、普通できないんじゃないんですか。 

 

伊藤国保年金課主査兼国保係長 予算認定の際に認められていると思います。

給付に関しては目を渡ることが可能であるというふうに認定されている

と思います。 

 

河﨑平男委員 その関係で、２目と１目を操作されたんですか。ここに８，４

８９万１，９７１円の不用額がありますが、２目との関係はどうなって
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いるんですか。 

 

伊藤国保年金課主査兼国保係長 流用先になっております退職者保険給付に関

しまして、退職者医療制度は終了をしておりまして、対象者になられる

方が、令和元年度末をもってゼロとなっております。これまで年々減っ

ていくという状態だったので、予算を組んでいる段階で、それ以上の見

込みがあったために、足りない部分を一般の給付費のほうから持ってき

て、給付したという形になります。 

 

大井淳一朗委員長 保険給付費３３５ページまでです。出産一時金とかも含め

ますがよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）保険給付費は以上とし

ます。それでは続きまして、国民健康保険事業費納付金と共同事業拠出

金、保健事業費まで、基金は後にしましょう。 

 

吉永美子委員 昨年、平成３０年度の決算の委員会の中で、国民健康保険事業

費納付金については、令和元年度の予算が約１０％の増加で、原因を県

に確認したのだけれども、案分の結果という以外、返事がない状況であ

る。今後、原因を確認していきたいという御答弁が入っていると思いま

す。この件についてはどうなったでしょうか。 

 

伊藤国保年金課主査兼国保係長 ３１年度の事業費納付金が増額になった件に

ついて県に確認させていただいたんですけれど、県全体の医療費に対し

て、事業費納付金を納付する形になっています。県全体の医療費の中か

らの前期高齢者交付金というものがありまして、その交付金を差し引い

たものについて、また案分していくというようなことがあるんですけれ

ど、山陽小野田市の前期高齢者交付金の平成２９年度分精算が、３０年

度までは追加交付でもらっていたものが、３１年度は返還になってしま

った。２９年度が返還になったので、これについての返還金が生じてい

て、上乗せになっていることもあっての事業費納付金が増加していると

いうことのお返事を頂きました。 

 

吉永美子委員 という原因があったということで、市としては、要は承諾をし

たということでよろしいですね。分かりました。 

 

大井淳一朗委員長 事業費納付金の関する質問が出ましたので、ほかの委員で
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事業費納付金に関して質問はありませんか。よろしいですか。（「はい」

と呼ぶ者あり）そのほかの共同事業拠出金と保健事業費について。 

 

吉永美子委員 保健事業費の疾病予防費になると思います。例のシェイプアッ

プの関係ですね。頑張っていただいているんですけれども、なかなか実

態がついてこないということで、平成３０年度の場合には、頑張って、

頑張って、頑張って８９名だったですね。今回、令和元年度は更に下が

って６１名。これはどういうことが原因だというふうに考えられますか。

年齢も下げたりとか、すごい努力をされたと思うんですけども、やはり

啓発が弱いのか、どういうふうに考えておられますか。 

 

石橋国保年金課課長補佐 原因につきましては、ＰＲが不足しているのではな

いかというふうに考えております。 

 

吉永美子委員 ＰＲが不足していますで終わりなので、どうしていくのという

ところですよね。ましてや今年度なんていったら、多分コロナ関係で、

これはしようがないところがあるかなと思うんですが、やはりいかに市

民の皆さんが自分の健康をつくっていただく、意識していただくという

啓発はすごく大事だと思うんですけども、どのようにしていかれますか。 

 

梅田国保年金課長 おっしゃるとおりです。なかなかシェイプアップジムが盛

り上がらないということで、昨年も申し上げたんですが、比較的国保の

加入者の多い商工会とかに、ＰＲのポスターなり、チラシなりというの

をお願いしようかなと思っていたんですが、新型コロナ関係で、特にス

ポーツジムというのがクラスターの発生場所になりかねないような報道

もあり、なかなか難しくなりましたので、今年度、はっきり言って何も

できておりません。 

 

矢田松夫委員 ６１名というのは最後まで残った人か、それとも最初に受付を

した人のどちらですか。 

 

石橋国保年金課課長補佐 最後まで受講された方になります。 

 

矢田松夫委員 スタート時点というのは、今３か所ですよね。３か所合計の申

込者は何人ですか。 
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石橋国保年金課課長補佐 実際に申し込まれたけれども、受講されなかった方

がたしか四、五名いらっしゃいましたので、申込みとしては六十五、六

名ということになります。 

 

矢田松夫委員 やっぱり宣伝のやり方が悪いと思うんです。これまでやったら

チラシを作って、自らが作って、配っておられました。今は商工会議所

と言われたけど、公民館に持って行かれて、公民館教室の人に配ってお

るようなこともあったんですが、そういうことも是非やってください。 

 

石橋国保年金課課長補佐 承知しました。 

 

吉永美子委員 ジェネリックの関係です。資料で４４ページですか、頂いた資

料にもあるわけですが、ジェネリック医薬品差額通知ということで、年

３回、４０万２，０００円を使って頑張っていただいておりますが、ジ

ェネリック医薬品の利用率がどういう状況かお聞かせください。 

 

伊藤国保年金課主査兼国保係長 ジェネリック医薬品の利用率ですが、令和元

年度、１年間の給付ベースで７６．９％、県平均が７５．６％ですので、

若干はうちのほうがよろしいかなという状態です。 

 

吉永美子委員 県全体も平成３０年度より全体が上がってきていますね。そこ

はよそも頑張っておられるんだなと思います。差額通知をされたことに

よって、削減額はどのぐらいあったのか。平成３０年度は４０万円強だ

ったという御答弁を頂いております。令和元年度は幾らでしょうか。 

 

伊藤国保年金課主査兼国保係長 ６８万５，０００円程度です。 

 

吉永美子委員 特定健診の受診率です。これも引き上げていかないといけない

というところがあるわけですが、令和元年度は何％だったんですか。 

 

石井国保年金課主査兼特定健診係長 まだ法定報告で確定はしておりませんが、

現段階で３８．２％を見込んでいます。 

 

吉永美子委員 いろんな努力をされてきたと思うんですよね。平成３０年度と
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比較をして、若干上がっていますが、令和元年度に努力をされた点があ

れば、せっかくですからアピールしてください。 

 

石井国保年金課主査兼特定健診係長 ２年度につきまして、検査項目を１項目

増やしております。それは１日推定塩分摂取量というもので、本市は高

血圧の受診が多いという現状もありますので、少し減塩を意識していた

だくという目安になればと思って、項目を増やしております。 

 

吉永美子委員 協会けんぽとの合同開催も行ってこられたですが、その辺につ

いての効果はいかがですか。 

 

石井国保年金課主査兼特定健診係長 何件増えたというような効果はないんで

すけれど、一緒にやるというところで回数を増やしたり、協議を重ねな

がら、いかにお互いに特定健診を延ばせるかというところでの連携が取

れていると思います。 

 

大井淳一朗委員長 よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは続きま

して、基金積立金から予備費まで。歳出全部ですが、よろしいですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）それでは歳出は以上とします。それでは歳入に

入りたいと思います。歳入ですが、せっかくですので、配っていただい

た資料も含めて、その際はページを示してください。 

 

吉永美子委員 資料４で、保険料の収納状況の推移ということで、平成３０年

度より、現年分とかでも上がっていますし、先ほど言われました、きめ

細かな収納体制というか、そういったところで頑張っておられることが

ここに出ていると思うんですが、ただ、要は過年度分、滞納分の繰り越

した分ですね。この分については２３．６７％ということで、これはた

しか２５％以上を目標として、平成３０年度もやってこられたと思うん

ですが、この点は目標クリアに向けて、どのようにしていかれますか。 

 

山田国保年金課収納係長 目標としている２５％に届かなかったんですけれど

も、これを超えるように、今後も引き続き、滞納者の方と折衝を図って、

納付計画を立てたり、催告、それから、財産調査等行って、回収に向け

て頑張っていきたいと考えております。 
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吉永美子委員 やはり、対面して、電話とかは、やっぱり顔が見えないという

ところで、対面されること、御苦労ですけど、それすごく大事、気持ち

が通じるので大事と思うんですよ。最初のあれとして、保険料を頂いて

いませんよということでお手紙から始まりますよね。そんなところが、

国保という意味じゃなくて、随分前に税務課とかで感じたのが、やっぱ

り払えない人には、ただでさえ敷居が高いわけですよ、市役所が、と思

うんですよ。そんな中で書き方が、以前税務課でこれはきついんじゃな

いのか、課長にもう少し、相談しやすいような言葉遣いで行っていただ

きたいということをお願いした経緯もありまして、やはりそういう投げ

掛けの仕方ですね。それを何々課の電話番号を書いたそこに、是非御相

談くださいという投げ掛けというところは意識をしておられますか。相

談しやすいようにしていくということを意識しておられますか。 

 

梅田国保年金課長 御指摘のとおりです。私もかつて収納業務を担当していた

ことがあるんですけども、滞納対策において、何が一番有効かというと、

やっぱり人間関係なんですね。滞納されている方との信頼関係というの

が築けるか、築けないかというのが割と大きなウエートを占めておりま

して、そのためには窓口なりで常に同じ人が対応して、来られたら、「あ

んた、あんた」という形で言ってこられるというような形の信頼関係を

築ければ、その後は定期的に払っていただくというようなことにもつな

がりますので、今後ともその辺りを重要視して、進めていきたいと思っ

ております。 

 

吉永美子委員 対面はすごく大事なんですけど、その前の前提として投げ掛け

の仕方の文章ですよ。その辺というのを意識しておられますか。相談し

やすいような言葉遣いなり、是非相談してくださいよという、市役所は

市民のためにあるから、当然ながら、何ていうんですかね、いわゆる利

益、利益というところではないのは、はっきりしているわけじゃないで

すか。だから、そういった滞納されている方でもいろんな事情があった

りとか、そういうところを、やはり相談しやすいように、来やすいよう

に、言葉遣いのこの文章というのはとても大事と思っているんで、その

辺は意識されていますかとお聞きしたんです。 

 

梅田国保年金課長 文章につきましては、例えば、法律的にこの文言は必ず盛

り込んでいかなければならないというような決まり事がありますので、
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そこについてはどうしても固いような表現を使ってしまわざるを得ない

ような部分があります。それ以外のところの表現につきましては、でき

る限り分かりやすい表現を使おうというふうには心掛けております。 

 

松尾数則委員 関連していることですけど、収納率９４．２％だったかね。こ

れは非常にすばらしい数字だと思うんですが、独立した組織を作ってい

るという話が気になるんだけど、どういう組織を立ち上げて、これだけ

の収入を上げてきたのか。 

 

梅田国保年金課長 具体的に、これが功を奏したというようなところは申し上

げられそうなものがないんですけれども、一番大きいのは、収納係を独

立させたことによって、その職員の意識が収納業務に集中しているとい

うところがあります。ほかの業務をしながら、収納業務をするというの

と収納業務だけをするというのでは、職員の意識の持ち方が全然変わっ

てきますので、そこが一番大きいのかなというところです。その上で今、

任期付職員さんで、もともと債権対策室にいらっしゃった方に来ていた

だいて、その方の持つノウハウとかも頂きながら、徐々に知識を増やし

ていった成果が現れたものだというふうに考えております。 

 

松尾数則委員 ちょっと安心した。年末に無理やり取り上げたとか、そういう

ことではないわけですね、基本的には。安心しました。 

 

大井淳一朗委員長 ちょっと気になるのは、収納係を置いたことはいいんです

が、全体の人数から一人収納係をやってもらうことで、業務が減ったの

か、それとも新たにプラス１なのか、ちょっと気になるんです。プラス

１ではないような気がするんですが、その辺の実態を教えてもらえます

か。 

 

山田国保年金課収納係長 収納係は４名で運営しております。一人は債権特別

対策室から１名、差押えを主に専門とする方が来ておられて、やってお

ります。 

 

大井淳一朗委員長 あとは今までいた職員で賄っているのか。 

 

山田国保年金課収納係長 できるまでは主に納付相談等を行う収納の担当でい
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らっしゃいますけど、係ができたことで、専門的に納付相談を行ったり

とか、差押え業務を行ったりする職員で業務を行っております。増員と

なったわけではないです。 

 

大井淳一朗委員長 それで支障はないですか。 

 

山田国保年金課収納係長 今のところ別に支障は出ていません。 

 

杉本保喜委員 今、大体６％ぐらいが未納というような格好ですよね。この流

れの中で、どうしても納めにくいという理由が年とともに変わってきて

いるのか、それとも、大体こういう理由が多いんだということなのか、

その辺りはどうなんですか。 

 

梅田国保年金課長 ６％というのが金額ベースでおよそ６％ということです。

先ほどの資料で申し上げましたが、滞納世帯で言うと大体１４．５％の

世帯が滞納している。これは１期分でも滞納があれば、この中に含まれ

ていますので、こういった数字にはなるんですけども、その中で、どう

いう原因が考えられるかというところですが、恐らく一番多いのは収入

的に厳しいので、支払えないというような方が一番多いと思います。た

だ、金額ベースで考えた場合には、収入がそれなりにありながら、何か

の事情で支払ってないという方もいらっしゃると思いますので、できる

限り収入がある方なのに滞納しているという方に、今後重点を絞って対

策を取っていくような方法がないかということを考えております。 

 

河﨑平男委員 ３２１ページですが、不納欠損額が２，３１１万９，９８５円

あります。不納欠損額に計上されるのは、いつのものなんですか。また、

前年に比べての不納欠損額の増減についてお聞かせください。 

 

山田国保年金課収納係長 ２９年度以前の収納ができなかったもので、時効を

迎えたものになります。増減ですが、昨年度より件数的には若干増えて

おります。金額的には約４００万円、昨年度より増えております。原因

としましては、１００万円を超える１件当たりの決算額が大きい方がい

らっしゃいまして、２，３００万円のうち約９００万円を占めておりま

す。それが増加要因の一つだと見ております。 
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矢田松夫委員 不納欠損額の処理ね。３年と言われたけど、５年で処理するん

じゃないか。 

 

山田国保年金課収納係長 国保料につきましては２年、国保税につきましては

５年になります。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、資料を含めてよろしいですか。（「はい」と呼ぶ

者あり）１点お聞きします。資料５にあります短期保険証と資格証明書

なんですが、特に資格証明書が３０年度は６７件から、令和元年度は３

２件に減少しておりますが、この原因と、令和元年度において、３０年

度と比較して何か変わったこととかあるのか、この点についてお答えく

ださい。 

 

山田国保年金課収納係長 減少につきましては、催告文書や面談の実施により

まして、納付につながったことで、短期証から通常証へ移行した方、そ

れから、社会保険に加入していることが判明しまして、資格を喪失した

ことで件数が減っていったということになります。 

 

大井淳一朗委員長 資格証明書を出すまでに訪問とかして、面談というか、そ

の辺は以前と同じように心掛けているということでよろしいですか。 

 

山田国保年金課収納係長 以前と同じような手法で行っております。 

 

松尾数則委員 今年度は国保を値上げしないというお話でした。ここでこうい

うことを聞くのはおかしいかもしれませんが、山陽小野田市の国保をこ

れからどうしようと思っているのか、その辺の話。例えば県下で５位以

下にするとか、１０位以下にするとか、そういう思いがあるのか、その

辺のところ。 

 

梅田国保年金課長 県下で何番目にしたいとかという思いは特にありません。

とにかく、基金を繰り入れて、保険料をできるだけ安定させたいという

思いだけです。１０億ちょっとある基金を、できるだけ長く維持してい

くにはどういった方法がいいのかということを、これから考えていかな

ければいけないというふうに思っております。 
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大井淳一朗委員長 よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）歳入の中で、お

聞きしたいこととかありますか。よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あ

り）それでは質疑を打ち切ります。採決に入る前に、まず討論です。討

論はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。それで

は採決に入ります。議案第８０号、令和元年度山陽小野田市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定について、賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

大井淳一朗委員長 全員賛成にて、議案は認定すべきものと決しました。ここ

で休憩しましょう。１０時１０分まで休憩します。 

 

午前１０時５分  休憩 

 

午前１０時１０分 再開 

 

大井淳一朗委員長 それでは委員会を再開します。続きまして、議案第８２号

令和元年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、執行部の説明を求めます。 

 

石橋国保年金課課長補佐 それでは議案第８２号、令和元年度山陽小野田市後

期高齢者医療特別会計決算について御説明します。なお、決算の参考資

料として、後期高齢者医療制度決算概要をお配りしております。本日の

審査の参考にしていただけましたら幸いに存じます。最初に、お配りし

ております資料の１に載せております後期高齢者医療の被保険者数です

が、令和元年度の年度間平均人数は１万８１７人で対前年度１６５人、

１．６％の増となっております。それでは、決算書の３５ページをお願

いします。歳入歳出決算総括表です。予算現額１０億７，０７６万９，

０００円に対しまして、歳入額１０億５，０５７万３，０９３円、歳出

額１０億４，９７３万１，５５１円となり、差引き形式収支は８４万１，

５４２円の黒字となりました。翌年度へ繰り越すべき財源はありません

ので、同額が翌年度への繰越金となります。続きまして、決算に関する

説明書の歳出から御説明します。３７８ページをお願いします。１款総

務費は、職員２名の給与及び保険料通知書や督促状の印刷、郵送等に係

る費用で、１，７２２万３，０４４円となりました。２款後期高齢者医
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療広域連合納付金につきましては、広域連合から指定された納付金額を

支払うもので、１０億３，１９９万４，９９５円、歳出全体の９８．３％

を占めております。３款諸支出金は、保険料の過誤納に対する還付金で

５１万３，５１２円となりました。以上、歳出合計１０億４，９７３万

１，５５１円となり、予算現額に対する執行率は９８．０％となってお

ります。続きまして、歳入です。３７４ページをお願いします。１款後

期高齢者医療保険料は、７億９，０８５万７１４円で歳入全体の７５．

３％を占めております。そのうち、特別徴収によるものが５億４，４１

５万６，６６４円となっており、また、普通徴収によるものは２億４，

６６９万４，０５０円で、現年度収納率は９９．３１％、過年度収納率

は３４．９２％となりました。お配りしております資料の３に収納率を

まとめております。令和元年度全体の収納率は９８．９１％となってお

り、県内平均９９．０３％をわずかに下回る結果となっております。こ

の５年間では、初めて県平均を下回ることとなりましたので、今後、気

を引き締めて収納業務の更なる強化に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。続きまして、資料の４に、現年度普通徴収における口座振替、

コンビニ収納の割合をまとめております。口座振替とコンビニ収納が減

少し、自主納付が増加しています。今後は収納率の向上に効果のある口

座振替の利用を推進していきたいと考えています。続きまして、資料の

裏面に不納欠損処分、滞納、差押え、短期被保険者証の発行の状況をま

とめております。資料の５、不納欠損処分ですが、令和元年度は３４件、

２７人で不納欠損額は４４万２６３円、不納欠損率は８．７９％となっ

ております。引き続き財産調査結果の情報共有を図り、適切に処理を行

ってまいりたいと考えております。続きまして、資料の６、滞納状況で

すが、令和元年度の現年分は３９４件、１０４人で滞納額は５４０万２，

５７３円、滞納繰越分は２１２件、３９人で滞納額は２８２万６７８円

となっております。続きまして、資料の７、差押えの状況ですが、令和

元年度は１３件、差押金額は１９万８，２８３円となっております。当

課において差押え等の滞納処分の手続を行っておりますが、引き続き適

切な債権管理に努めてまいります。続きまして、資料の８、短期被保険

者証の発行状況ですが、令和元年度は３７人となっております。続きま

して、決算書に戻っていただき、３７４ページをお願いします。２款使

用料及び手数料は、証明手数料及び督促手数料で９万８，１００円とな

りました。３款繰入金は、一般会計からの事務費及び職員給与費等に係

る事務費等繰入金として３，６８３万９，６７０円、低所得者に対する
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保険料の減額に対する保険基盤安定繰入金として２億２，１２９万１，

４８８円、合計２億５，８１３万１，１５８円となりました。保険基盤

安定繰入金は、県が４分の３、市が４分の１の負担となっております。

４款繰越金は７８万６，８０９円となっております。続きまして、３７

６ページをお願いします。５款諸収入は、保険料償還金として広域連合

が負担する金額及び広域連合からの健康診査事務手数料等で７０万６，

３１２円となりました。以上、歳入合計１０億５，０５７万３，０９３

円となり、予算現額に対する執行率は９８．１％となっております。以

上で令和元年度後期高齢者医療特別会計決算についての説明を終わりま

す。御審査のほど、よろしくお願いいたします。 

 

大井淳一朗委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けたいと思います。歳

出は３７８ページからですが、歳出全般にわたって、お聞きしたいこと

とかありましたら、質疑を求めたいと思います。歳出全般について、よ

ろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは歳入全般です。３７４

ページからですが、お手元にあります資料、先ほど説明がありました資

料も含めて、歳入に関して質疑をお願いします。 

 

矢田松夫委員 特別徴収ですが、これは普通徴収ですけど、足し算、引き算す

れば特別徴収のパーセントが出るという意味でいいんですか。不親切だ。

自分で計算しろということですか。 

 

梅田国保年金課長 収納率の関係の質問だろうと思いますけども、特別徴収に

つきましては年金からの天引きですので、基本１００％というふうに考

えておりますので、あえて欄は設けておりません。 

 

大井淳一朗委員長 多分そのことではなくて、人数のことだろうと思います。 

 

石橋国保年金課課長補佐 資料の２なんですけれども、後期高齢者医療保険賦

課人数ということで、賦課人数が、令和元年度は１万９２０名に対して

特徴は８，５７５人、普徴は２，３４５人というふうな割合になってお

ります。 

 

矢田松夫委員 この「うち」というのが、よく分からんかった。済みません、

分かりました。直接家に行く訪問というのは、どこに書いてありますか。 
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大井淳一朗委員長 訪問というのは滞納の件で訪問ということですか。 

 

矢田松夫委員 滞納もあるんですけど、納められん世帯のところに行く。それ

を訪問徴収と言わんのかいね。 

 

山田国保年金課収納係長 訪問徴収は現在行っておりません。 

 

吉永美子委員 資料の７番目です。差押件数が、金額は別として、平成３０年

度はぐっと落ちて、２９年度に比べると少ないんですが、これはどのよ

うな形で、このように差押えが増えていっていますか。 

 

山田国保年金課収納係長 件数は増えておりますけど、これは財産調査によっ

て判明した預金になります。件数が増えていますが差押可能額は小さか

ったということになります。 

 

吉永美子委員 件数は増えているけど、確かに金額が少ないということは、人

数的には、差押えになった人数は少ないということですか。平成３０年

度に比べてどうなんですか。 

 

山田国保年金課収納係長 延べ人数になりますので、実人数は今把握しており

ませんが、３０年度が実質に二人だったので、それに比べと、若干差押

えの該当者の人数は増えております。 

 

吉永美子委員 人数は分からないんですか。 

 

山田国保年金課収納係長 実人数は今把握しておりません。 

 

吉永美子委員 やはり後期高齢者ということで、年齢的にも、当然ながら、多

少取っておられる方々ですので、訪問しておられないということですが、

きめ細かに対応していくべきだと思うんですけれども、こういった対応

の仕方に関しては、どのように留意しながら、差押えもせざるを得ない

というのはもちろん分かるんですけど、どのように対応しておられます

か。 
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山田国保年金課収納係長 基本は自主納付ですけど、納付がない方につきまし

ては督促、それから催告を送ることになりまして、滞納がありますよと

いうことでお知らせをします。それによって反応があれば、納付相談等

を行って、納付計画を立てるわけですけど、見られない方につきまして

は、納付の意思がないというふうに見ますので、財産調査を行って、差

押えによっての反応を見るという形にはなります。 

 

吉永美子委員 反応がないということで、もう致し方ないという気持ちは分か

ります。差押えをしますよということは、当然ながら事前に御本人には

言って、このようにしますということは行くわけですね。だから、御本

人的には覚悟しておられるということでよろしいですか。 

 

山田国保年金課収納係長 事前に差押えの予告はしておりません。すると、逆

に預金とかを下ろされる場合がありますので、催告を送った後に、それ

以降に財産調査を行って、判明すれば差押えするということにしており

ます。 

 

吉永美子委員 それぞれいろいろ事情があるかもしれない。差し押さえられて、

実はという相談とかは上がってこないんですか。それまで反応はなかっ

たけど、差し押さえられて、こういうことで困っていて、差し押さえら

れると困るんですよ。今後どうしたらいいでしょうかとか、そういう相

談とかは全く上がってこないんですか、こういう方々は。 

 

山田国保年金課収納係長 大体の方は差し押さえされたことで御連絡があった

り、窓口に来られて、どうしたらいいでしょうかと。それで納付相談、

納付計画を立てていくようにしております。 

 

水津治副委員長 ３７５ページ、繰入金の中の一般会計繰入金で、事務費等繰

入金が前年度より８００万ぐらいの減額になっております。事務の効率

を図られたのか、何か要因があれば教えてください。 

 

石橋国保年金課課長補佐 これは後期高齢者医療広域連合に対する事務費の負

担金になりますけれども、広域連合で実施されましたシステム改修の経

費が令和元年度はなくなりましたので、その分減っているというような

状況です。 
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矢田松夫委員 未納者の対応の主力は、さっきは訪問徴収しないというふうに

言われたけど、結局、電話と文書の督促状が主力ですか。ということは

相手の顔が見えないということですね。いつまでたっても滞納の繰越し

が発生するというのは、これは誰でも分かるんですが、ほかに方法はな

いんですか。やっぱり家に行かないと分からんでしょう。 

 

梅田国保年金課長 税も含め、自主納付を基本とするということで、訪問徴収

については積極的に行っていないということになっております。その代

わり、夜間に集中的に電話を掛けて、できるだけ窓口にお越しいただい

て、分納等の御相談をしていただくという機会を多く設けることに専念

しております。そういった形で、今後も徴収は対応していきたいと思っ

ております。 

 

矢田松夫委員 いいことないんだけど、それで済むんならいいよ。毎年ワンパ

ターンの対応というか、毎年繰越しというか、不納欠損額はたまってい

って、最終的にはチャラになるというか、そういうのの繰り返しなら、

それはいいんですけど、ほかに方法がないと言えば、それまでです。そ

れでいいんですか。いいことないと思うんですけど。 

 

梅田国保年金課長 先ほど国保のときにもお答えしたんですけれども、訪問徴

収というのは、後期高齢者保険につきましては、滞納されている方の家

が地域的に固まっているというわけではないので、これについて職員が、

例えば夜とかに出ていって、回るということも非常に効率がよくないと、

費用を掛けるだけの人件費に比べて、効果がどうなのかというふうなこ

とがあって、だんだん縮小していったんだろうというふうに考えており

ます。ほかの方法についてなんですが、先ほど申し上げたように滞納者

の方の状況というのをデータ的に分析して、お金がないから払えないの

か、あるのに払えないのかというところを分析した上で、割と収入があ

るのに払っていらっしゃらないという方に集中的に支払をお願いすると

いうような形で、なるべく収納率を上げていきたいというふうには考え

ております。 

 

吉永美子委員 資料の３で、収納率のところが平成３０年度は９９．３４％と

いうことで、県内平均が９９％で、当時、たしか御答弁というか、お話
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があったのは、県内１３市の中で２位だというふうに、平成３０年度が

ですね。今回、県内平均が９９．０３％に上がっているんだけれど、山

陽小野田市は９８．９１％ということで、県内平均を下回ってしまって

いるということは、１３市中何番目であり、こういうふうに下がった理

由というのを分析はどのようにしておられるでしょうか。 

 

梅田国保年金課長 御質問の順位の件ですけども、令和元年度の９８．９１％

につきましては、申し訳ありませんが、県内の市の中では最下位です。

この原因について課の中で検討しました。その中で、どこが下がったの

かというところをいろいろと検証しましたところ、新たに後期高齢者医

療に加入された方、この方たちの口座振替の率が他市に比べてどうも低

いというようなところが原因じゃないかというところ、思い当たるとこ

ろがありましたので、今後につきましては、新たに後期高齢者になられ

た方の普通徴収の方について、口座振替をお願いする方策を、効果的な

方策を何か打ち出していこうというところを検討したいというふうに考

えているところです。 

 

大井淳一朗委員長 よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは、後期

高齢者についての質疑を打ち切ります。討論はありませんか。（「なし」

と呼ぶ者あり）それでは採決に入ります。議案第８２号、令和元年度山

陽小野田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、賛成の

委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

大井淳一朗委員長 全員賛成にて認定すべきものと決しました。ここで休憩し

ます。職員の入替えもありますので、４５分まで休憩します。 

 

午前１０時３５分 休憩 

 

午前１０時４５分 再開 

 

大井淳一朗委員長 それでは委員会を再開します。申し訳ありません。おわび

します。実は決算認定を二つほどやったんですけれども、申し合わせに

よって、河﨑委員は監査委員で、表決に加わることはできません。今度
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からは、河﨑委員には採決のときには退席をしていただく運用をします

ので、よろしくお願いします。それでは続きまして、議案第８１号、令

和元年度山陽小野田市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、執

行部の説明を求めます。 

 

麻野高齢福祉課長 議案第８１号、令和元年度山陽小野田市介護保険特別会計

歳入歳出決算認定について御説明します。介護保険事業は介護保険事業

計画に基づき事業を進めております。計画は現状に沿った計画となるよ

うに３年ごとに見直しを行い、保険料などの改定を行っております。令

和元年度決算は第７期事業計画の２年度目となっております。保険給付

費の予算につきましては、国から示されたワークシートに基づき、平成

３０年度からの３年間の人口、要介護認定率、サービスの利用動向の推

計を基に、施設の整備動向など本市固有の事情を勘案して給付費を算定

しています。また、地域支援事業による介護予防や、要支援者を対象に

した予防給付を予算に組み入れております。それでは、決算につきまし

て、決算事項別明細書に沿って、決算の概要と前年度決算と大きく異な

る費目を中心に御説明させていただき、続けて、１款から３款までの事

業の内容について、資料として配布されています決算に係る主要な施策

の成果、その他予算の執行等の実績報告書に沿って御説明します。まず、

歳出から御説明します。１款総務費です。３５６、３５７ページをお開

きください。１款１項１目一般管理費の２節から７節までは、課長、課

長補佐、介護保険係の職員の給料や職員手当等の人件費等で、一般職員

８名、任期付職員５名、臨時職員２名分になります。３項１目は認定審

査会費で、１節報酬８７０万９,５７８円は介護認定審査会の審査員報酬

で、委員数は４０名で、８合議体で運営しています。３項２目認定調査

等費は介護認定調査に係る経費で、主治医意見書の作成手数料や介護認

定調査委託料です。３５８、３５９ページをお開きください。２款保険

給付費に移ります。保険給付費は総額５７億１,７９８万９,７１９円で、

本特別会計の歳出総予算の約９０％を占めております。昨年度と比較し

て、約１.３％の増となっています。１項介護サービス諸費は、要介護１

から要介護５と認定された方が利用するサービスの保険給付費です。認

定者数は前年の２,９４８人から２,８８０人と、６８人の減となってい

ます。サービス別では、居宅介護サービス給付費、施設介護サービス給

付費及び居宅介護福祉用具購入助成費は、前年度と比較して微増となっ

ております。居宅介護住宅改修助成費は２０.８％減で、１,０４７万２,
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５００円となりました。居宅介護サービス計画給付費、いわゆるケアプ

ラン作成費は０.７％増の２億３,２０３万１,８９４円になりました。地

域密着型介護サービス給付費は１.１％増で、１５億１,９４１万２,４２

１円となりました。２項介護予防サービス等諸費は要支援１、２の認定

を受けた方が受けるサービスに対する保険給付費で、介護予防サービス

給付費は８,５２４万５４０円となりました。３６０、３６１ページをお

開きください。４項１目高額介護サービス給付費は利用者負担額が一定

の限度額を超えた場合に支給される給付費です。前年度に比べ５.２％増

で、１億２,２８５万５,４９３円となりました。５項１目高額医療合算

介護サービス給付費は医療費と介護給付費の自己負担額を合算した額が

一定の限度額を超えた場合に、介護給付の割合に応じて支給されるもの

です。前年度に比べ１２６．５％増で２,１４８万３,０６７円となりま

した。増額の理由は高額介護サービス費の年間上限に該当した方の支給

事務が新たに追加されたことによるものです。６項特定入所者介護サー

ビス等費は低所得者に対する介護保険３施設及び短期入所における食事、

居住費の補足給付費で、前年度に比べ０.４％増の１億６,８０７万３,

４４１円となりました。３款地域支援事業費に移ります。１項介護予防・

生活支援サービス事業費は、基本チェックリストに該当された方と要支

援１、２の方が利用する介護予防・日常生活支援総合事業に係る費用で

す。１目介護予防・生活支援サービス事業費の２節から７節までは、高

齢福祉係の職員の給料や職員手当、賃金等の人件費で、一般職員２名と

臨時職員１名分になります。３６２、３６３ページをお開きください。

１３節委託料の介護予防ケアマネジメント委託料は、総合事業を利用す

る場合のケアプランの作成委託料です。２項１目一般介護予防事業費は、

介護認定に関係なく誰でも参加できる介護予防を目的とした事業です。

１３節委託料のうち、介護支援ボランティア活動事業委託料は、社会福

祉協議会へ委託しました。また、軽度認知障害把握業務委託料は、ＭＣ

Ｉと呼ばれる軽度認知障害を早期に発見するための頭の健康チェックの

委託料です。３項包括的支援事業・任意事業費で、１目任意事業費の２

節から４節までは、高齢福祉係の職員の給料や職員手当等の人件費で、

一般職員１名分になります。３６４、３６５ページをお開きください。

１３節委託料のうち、安心相談ナースホンの設置実績は昨年とほぼ同数

となっております。２０節扶助費は、紙おむつ購入助成費と成年後見人

報酬助成費です。これらにつきましても、決算額は昨年とほぼ同額とな

っております。２目包括的支援事業費は、地域包括支援センターの運営、
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在宅医療・介護連携、認知症施策の推進、生活支援サービスの体制整備

を行うもので、２節から７節までは、地域包括支援センターの職員の給

料や職員手当、賃金等の人件費です。一般職員１１名、任期付職員３名、

臨時職員２名分です。１３節委託料のうち、介護予防支援業務委託料は、

総合事業に移行しない要支援１、２の方の福祉用具貸与や訪問看護、シ

ョートステイ等のケアプラン作成委託料です。３６６、３６７ページを

お開きください。同じく１３節、生活支援体制整備事業委託料は、山陽

小野田市社会福祉協議会に委託しました。また、高齢者実態把握委託料

は、地域包括支援サブセンターに委託しました。１９節負担金、補助及

び交付金のうち、地域包括サブセンター負担金１,８４０万円は、住民に

身近な地域で支援を必要とする高齢者やその家族に対し、総合的な相談

に応じるために、市内４か所にサブセンターを設置している運営負担金

です。４項その他諸費、１目審査手数料は、総合事業に係るレセプト審

査手数料です。４款基金積立金は介護給付費準備基金への積立金で１億

４,２４０万６,０４２円となりました。これにより、基金の残高は、３

０９ページをお開きください。中段少し下の介護給付費準備基金で、５

億５,４４１万２,５１９円です。５款諸支出金は、第１号被保険者の保

険料の過誤納還付金及び償還金です。３目償還金は介護給付・地域支援

事業に係る国、県及び社会保険診療報酬支払基金の前年度交付金の精算

になります。３６８、３６９ページをお開きください。６款予備費につ

きましては、支出はありませんでした。続いて、歳入を御説明します。

３４６、３４７ページをお開きください。１款介護保険料は、６５歳以

上の第１号被保険者の保険料です。収納率は現年度分が特別徴収と普通

徴収を合わせて、前年度の９９.３０％から９９.５１％に、滞納繰越分

が２４.４３％から２６.０３％となりました。３款国庫支出金、１項国

庫負担金は、介護サービス給付費の国の負担金で、現年度分については

１０億７,１４７万６,０００円となりました。２項国庫補助金の１目調

整交付金は、第１号被保険者のうち７５歳以上である者の割合及び所得

段階別被保険者割合の全国平均との格差により生ずる保険料基準額の格

差調整のために交付されるもので、３億２,９２６万９,０００円となっ

ております。２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事

業）は、３,０５６万５,２７０円となりました。３４８、３４９ページ

をお開きください。３目地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）

は、４,３４６万２,０７１円となりました。４目保険者機能強化推進交

付金は、自立支援や重度化防止といった介護予防の取組に対して国が補
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助するもので、１,２５３万６,０００円となっております。５目事務費

交付金６１万円は、システム改修費に係る国庫補助金です。４款支払基

金交付金、１項１目介護給付費交付金は、介護サービス給付費の第２号

被保険者の保険料に当たる部分で、１５億５,７１９万９６８円となって

おります。２目地域支援事業費交付金は、３，７９０万９，０００円と

なっております。５款県支出金は、１項１目介護給付費県負担金は、介

護サービス給付費の県の負担金で、８億２,２０１万７,０００円となり

ました。２項１目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事

業）は、１,９１０万３,２９３円となりました。３５０、３５１ページ

をお開きください。２項２目地域支援事業交付金（その他の地域支援事

業）は、２,１７３万１,０３５円となりました。７款繰入金、１項１目

介護給付費繰入金は、介護サービス給付費の市の負担金です。２目地域

支援事業費繰入金は、地域支援事業の市負担分です。３目その他一般会

計繰入金は、国の補助対象とならない事務費と地域支援事業の交付対象

以外の人件費の繰入れとなります。４目低所得者保険料軽減繰入金は、

第１号被保険者の介護保険料について、給付費の５割の公費負担とは別

枠で公費を投入し、低所得の高齢者の保険料の軽減を強化するものです。

具体的には、保険料の段階区分のうち、市民税非課税世帯に該当する第

１段階から第３段階の方の保険料を基準額から軽減しており、その軽減

額に係る繰入金となります。２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金

繰入金は、計画に基づき基金を取り崩すものです。３５２、３５３ペー

ジをお開きください。９款諸収入、３項２目雑入の新予防給付居宅介護

支援費は、地域包括支援センターで作成する介護予防プランの介護報酬

です。決算書事項別明細書に沿った説明は以上ですが、次に実績報告に

基づいた事業の内容について説明します。 

 

大井高齢福祉課主幹 これまで決算書の事項別明細書に沿って御説明しました

が、決算書だけでは事業の内容が把握しづらいところがありますので、

ここから少々お時間を頂きまして、実績報告書に沿って令和元年度に実

施した介護保険事業の概要を御説明させていただきます。決算に係る実

績報告書の４４ページをお開きください。下の欄、介護保険特別会計に

おきまして、まず、１款総務費関係では、介護認定審査会を１０８回開

催し、３,７７３人を認定しました。認定者の内訳としまして、まず、予

防給付の対象となる要支援の認定者数は８９３人で、前年度の９０９人

と比較して１６人の減少となっております。続きまして、４５ページの
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２款保険給付費関係は、介護保険法に基づく各種サービスの給付に要す

る費用を支出したものになります。１項介護サービス諸費は、要介護認

定を受けられた方が利用されたサービスの給付に要する費用ですが、高

齢者人口の増加に伴い、全体的に回数、人数、金額とも増加し、金額ベ

ースで前年度比約１.１％の増加となっております。続きまして、４６ペ

ージの２項介護予防サービス等諸費は、要支援認定を受けられた方が利

用されたサービスの給付に要する費用ですが、平成２９年度からの総合

事業開始に伴い、介護予防訪問介護（ホームヘルプ）及び介護予防通所

介護（デイサービス）は、総合事業への移行により減少しました。その

一方で、そのほかの予防給付では、全体的には横ばい傾向にありますが、

個々のサービスを見ますと令和元年度は、訪問及び通所に係る予防サー

ビスは増額していますが、介護予防特定施設入所者生活介護（ケアハウ

ス）の入所者が状態変化により介護給付となったことで減額になってお

り、年度によってばらつきが出ています。続きまして、４７ページの４

項高額介護サービス等諸費は、介護サービスに係る利用者負担額が高額

になったときに負担を軽減するために支給するもので、前年度比６１１

万８,１６６円、約５.２％の増加となりました。５項高額医療合算介護

サービス等諸費は、介護保険と公的医療保険（健康保険）の自己負担額

が高額となったときに負担を軽減するために支給するもので、前年度比

１,１９９万８,７５６円の増額となりました。６項特定入所者介護サー

ビス等費は、指定を受けた介護保険施設（特別養護老人ホーム、介護老

人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院）において、介護、日常

生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を受けたときに支給するもので、

要介護の方を対象とした１目特定入所者介護サービス等費は、前年度比

９件の増加となり、要支援の方を対象とした２目特定入所者介護予防サ

ービス等費は、前年度比９件の減少となりました。続きまして、３款地

域支援事業費関係では、まず、１項介護予防・生活支援サービス事業費

では、（１）総合事業対象者として１８６人を認定しております。（２）

訪問型サービスについて、予防給付型は従来の介護予防訪問介護の基準

を基本とし、ホームヘルパーによる身体介護や生活援助を指定事業者が

提供するもので、前年比８件増加の延べ１,４７０件の利用がありました。

続きまして、４８ページの（３）通所型サービスについて、予防給付型

は従来の介護予防訪問介護の基準を基本とし、生活援助を指定事業者が

提供するもので、前年度比４６１件増加の延べ３,０７４件の利用があり

ました。生活維持型・短時間型は、予防給付型よりも緩和した基準に基
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づき、生活援助を指定事業者が実施するもので、前年度比５８件減少の

延べ１,６２７件の利用がありました。（４）介護予防ケアマネジメント

は、総合事業の利用に当たり介護予防及び日常生活支援を目的として、

介護予防サービス計画（ケアプラン）の作成を行うもので、前年度比１

７件増加の延べ３,７２６件の利用がありました。次に、２項一般介護予

防事業費では、国による介護予防事業の見直しが行われる中で、人と人

とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくよう

な地域づくりを推進するとともに、リハビリテーション専門職の関与を

進めていくことで介護予防に取り組む一般介護予防事業を実施しました。

この内容としましては、（１）心身の健康保持・増進に関する啓発を行う

介護予防等の講座では前年度比２５回の増加、（３）筋力や体力の増加に

加えて、地域の絆づくりにもつながる「いきいき百歳体操」を地域の皆

さんが主体となって実施していただく住民通いの場の支援では前年度比

１１か所の増加、（４）介護予防応援隊養成講座については、身近な人に

介護予防の必要性と方法を広め、市が実施する介護予防事業などをサポ

ートしていただける応援隊員の育成を目的とした研修を２回開催し、こ

れまで応援隊に登録していただいた方は延べ１１３人となりました。ま

た、（７）ＭＣＩ、軽度認知障害を早期に発見することを目的としたあた

まの健康チェックと、その事後フォローとして認知症を予防する（８）

あたまの若返り教室を開催しました。（９）基本チェックリストの実施に

ついては、要介護状態となる恐れについて日常生活、運動器関係、栄養・

口腔機能等の関係、心の状態に関する２５の項目を確認し、その結果に

よって必要な予防サービスを判断するもので、７４４人の方に実施しま

した。このほか、（１０）ボランティア活動に参加していただき、御自身

の介護予防について意識していただくことを目的とした介護ボランティ

ア活動事業では登録者数は２０７人となりました。次に、３項包括的支

援事業・任意事業費では、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してそ

の人らしい生活を継続していくことができるようにする取組としまして、

１目任意事業費に関しましては、（２）介護者の交流を実施することで、

家族の精神的、身体的な負担の軽減を図る家族介護者支援事業、（３）低

所得の在宅寝たきり高齢者等を対象とした紙おむつ支給事業、（５）認知

症に対する正しい理解の普及啓発を行い、受講者にオレンジリングを交

付する認知症サポーター養成講座については、２９回開催し、前年度比

２８７人増加の１,２３３人の方に受講していただきました。（６）健康

相談や急病などの場合に救急通報を行うため、独居高齢者等の世帯に緊
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急通報システムを貸与する安心ナースホンについては、年度末実績が３

２６台となりました。（７）認知症高齢者が行方不明になったときに、早

期発見することができる仕組みづくりを行うとともに、市民の意識の醸

成を図ることを目的とした見守りネットさんようおのだについては、登

録者が前年度比２４８人増加の９７２人となりました。続きまして、２

目包括的支援事業費では、（１）地域包括支援センターの運営に係るもの

などで、高齢者の生活実態や保健福祉サービスの対するニーズ把握を行

う高齢者実態把握業務、（６）地域包括支援センターは、指定介護予防支

援事業者として予防給付ケアプランの作成を行っており、その一部につ

いては指定居宅介護支援事業者に委託をしております。また、（７）市内

に４つのサブセンターを設置しており、それぞれの相談支援実績は（８）

のとおり本庁とサブセンターとを合わせて延べ２,２１８件の対応を行

いました。２在宅医療・介護連携推進事業は、医療と介護の両方を必要

とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で暮らしていくことができるよ

う、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所

等の関係者の連携を推進することを目的とするものです。３生活支援体

制整備事業は、地域のボランティアや様々な団体、民生委員などが連携

して、日常生活上の支援体制を充実するとともに、高齢者の社会参加の

推進を図ることを目的とするものです。４認知症総合支援事業は、保健・

医療・福祉の様々な分野の専門職が、初期の段階で認知症による症状の

悪化防止のための支援を行うほか、認知症の方やその疑いのある方に対

して、総合的な支援を行うことを目的とするものです。（１）認知症の人

やその家族、地域住民、専門職など誰もが参加することができ、認知症

の人やその家族の支援を行うとともに、地域住民へ啓発活動を行う場と

しての認知症カフェを委託して３か所設置、（２）できる限り早い段階か

ら支援を行うことができるよう認知症の方やその御家族をサポートする

ための認知症初期集中支援チームを１か所、地域包括支援センターに設

置、（３）センターに認知症地域支援推進員を２名配置し相談や支援を行

っております。以上、令和元年度に実施した介護保険事業の概要を御説

明させていただきました。御審査のほど、よろしくお願いします。 

 

大井淳一朗委員長 執行部の説明が終わりましたが、およそ３０分たちました

ので、休憩したいと思います。２５分まで休憩します。 
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午前１１時２０分 休憩 

 

午前１１時２５分 再開 

 

大井淳一朗委員長 それでは委員会を再開します。先ほど、介護保険の決算認

定について説明をしていただきました。皆さんのほうで質疑に入るわけ

ですが、歳出から入りたいと思います。款ごとに分けていきたいと思い

ますが、場合によっては項とか目に分けて質疑を受けたいと思います。

最初に１款の総務費です。総務費に関して、それから先ほど説明があり

ました実績報告書の左側に款項目が書いてありますので、そこにリンク

させながら質問していただければと思います。 

 

河﨑平男委員 不用額が多いようですけども、原因は何なんですか。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 一般管理費の部分でよろしいですか。（「はい」

と呼ぶ者あり）不用額として最も大きな要因としましては、通信運搬費

の部分で不用額が若干出ております。こちらについては、介護保険の認

定結果の通知であったり、負担割合証、被保険者証等をお送りする形に

なりますので、若干人数を多くし、不足しないような形で予算を取らせ

ていただいております。また、昨年度消費税率がアップすることによっ

て、若干郵便料金も上がることを見込んでおりましたので、少し不用額

が多くなっております。 

 

吉永美子委員 介護認定の調査に関してなんですが、これは現在も、令和元年

度も６名、約５０件の１か月ごと調査ということは変わりないでしょう

か。それとあわせて、スキルアップというところで、以前、平成３０年

度に御答弁を頂いていますが、スキルアップの研修等について、今回も

御報告を頂いていたほうがいいかなと思いまして、よろしくお願いしま

す。 

 

篠原高齢福祉課主査 認定調査についてですが、申請の波がありまして、一月

一人につき４０件から５０件程度の認定調査の数になっております。ス

キルアップにつきましては、県の認定調査員研修が２回行われていまし

て、新人研修が２回、現任研修は１回行われています。 
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吉永美子委員 新規の調査員に対しての研修は、市でも年２回開催をしている

ということで、平成３０年度に話があったように思っているんですが、

この点は変わりなく行っておられるということでよろしいですか。 

 

篠原高齢福祉課主査 令和元年度も行っております。 

 

矢田松夫委員 今の篠原さんの計算でいくと、認定者数が３，７７３人で、一

人で６０件ぐらいになるんじゃないか、計算したら。 

 

篠原高齢福祉課主査 在宅の方は聞き取りにかなり時間を要しますので、１時

間から２時間ぐらい一人につき時間が掛かります。ただ、病院での認定

調査は聞き取りが病院のスタッフの方で、聞き取りとかも慣れていらっ

しゃる方が多いので、比較的短時間で済んでおります。その辺で波があ

りますので、一人の調査員につき、認定調査できる件数が４０件から５

０件と、かなり差は出ております。 

 

大井淳一朗委員長 総務費はいいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは２

款保険給付費です。 

 

河﨑平男委員 ここも不用額が３億２，７８５万５，２８１円出ておりますが、

主な不用額は何なんですか。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 介護給付費につきましては、３年に一度の介護

保険事業計画に基づいて、３年間の介護給付の利用料であったり、給付

費の総額を推計させていただいております。基本的には予算については、

事業計画に基づいた給付費を基に予算を計上させていただいているとこ

ろですけれども、昨年度の介護給付の傾向としまして、まず、市内でリ

ハビリに特化したデイサービスが多くなってきておりまして、その部分

で、通所リハビリテーションを使われる方が少なくなってきています。

それとあわせて、ここ数年の傾向にはなりますが、介護認定をお持ちの

方で、重度の方、介護度が高い方につきまして、基本的に介護度が高い

と利用料金等も少し高くなりますが、この方たちが、入院や、大変申し

訳ないですけれども、お亡くなりになられるという関係で、認定者数が

少し減少してきているというところもあります。そういった部分もあり

まして、施設利用の部分で見込みよりも少し伸び幅が多くなかったとい
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う点で、少し不用額が多くなっております。 

 

吉永美子委員 以前の話の中で住宅改修、福祉用具購入、こういったところが

償還払という形ではなくて、最初から負担の分だけでというところで議

論した記憶があるんですけど、その辺改善はされておられませんでしょ

うか。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 昨年の決算委員会の折に御指摘を頂きました福

祉用具と住宅改修費の受領委任払いへの対応につきまして、これまでシ

ステムでどうしても対応できなかった部分もありましたが、今回システ

ムの機能向上が図られまして、１月をめどに機能が改善される予定にな

っております。システムのベンダーと調整しながら、受領委任払いにつ

いては実施の方向で進めていきたいと考えております。実施の時期につ

いては、大変申し訳ありませんが、今検討中です。 

 

矢田松夫委員 住宅サービスの改修助成の関係ですが、１８７件ありますが、

改修の項目全てですか。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 住宅改修の件数で挙げさせていただいておりま

すのが、延べ人数になりますので、項目としましては、手すりの設置、

段差解消、床材変更と細かい工事がそれぞれあります。利用が多いのは、

手すりの設置、段差の解消をされる方が多い状況となっております。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、よろしいですか。保険給付費よろしいですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）続きまして、地域支援事業費ですが、ここは具

体的な事業名が結構ありますので、少し細かく区切っていきたいと思い

ます。１項の介護予防生活支援サービス事業費です。３６０ページから

３６３ページになりますが、１項のところです。実績報告書は４７ペー

ジから４８ページの上のほうですが、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ

者あり）それでは２項の一般介護予防事業。通いの場とかＭＣＩとかあ

りましたが、事業が結構あります。一般介護予防事業費について、実績

報告書の４８ページも御参照ください。 

 

吉永美子委員 この介護支援ボランティアというのはここでよろしいですか。

介護ボランティア活動事業というところでいいんでしょうか。（「はい」
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と呼ぶ者あり）これが現実には、令和元年は前年度より減っていますよ

ね。なぜ減ったのかというところが１点と、現実には、平成３０年度の

ときには、活動されておられる方が大体半分弱ぐらいだったかな。平成

３０年度では２２０人の登録なんだけど、実際は１０７人という御答弁

があったと思います。それに対しての登録の仕方、活動の評価など、市

の社協と少しでも改善できるところはないか考えていきたいという話が

あったと思っているんですが、その辺は登録者も減っておりますが、活

動されている状況もどうなのか。御答弁をお願いします。 

 

古谷高齢福祉課高齢福祉係長 登録者数が減ったことですけれども、そちらに

関しては前年度まで登録された方で、登録はされておられるのですが、

実際、今後も活動というのは難しいという方が、今回登録者から外れた

ため、減ったという形になっておりますので、登録者数が減少になって

おります。続きまして、実際活動をされた人数に関しましては１０９人、

今年度活動されております。人数といたしましては、昨年に比べて増え

たというところまでいってはおりません。今後、増えていくような形に

していきたいとは思っています。市社協との協議ですが、昨年の決算委

員会で指摘を受けまして、その後、社協と話をさせていただきました。

今後、活動の場を広げていきたいという形では話をさせていただきまし

たので、来年度の第８期計画に向けて、今後、詰めていきたいというふ

うには考えております。 

 

大井淳一朗委員長 はい、そのほか。介護ボランティア活動事業について質問

が出ましたので、そのほかの委員で、この事業に絞って聞きたいことが

あれば。この事業についてはよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

戻りましょう。一般介護予防事業費についてです。 

 

河﨑平男委員 一般介護予防事業をたくさんやられておりますが、これをやる

効果というものは何があるんですか。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 介護予防事業というの

は、幾つか事業をさせていただいていますが、一つは自らが健康であり

続けること。平均寿命は長いけれども、健康寿命はどうなんだというと

ころで、自分自身のセルフケアをすることで、まずは自分自身が健康に

なって元気に生活をしよう、地域で生活しよう、高齢になっても住みな
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れた地域で生活をする。これは地域包括ケアシステムの理念でもありま

すが、その目的を達成するための手段の一つということで介護予防に自

ら取り組み、そして、地域で介護予防の活動の意識を醸成するというこ

とで、地域で、みんなで介護予防の活動をしていく。いきいき百歳体操

とかがそれに当たると思いますが、このことによって、地域で介護予防

をするだけではなく、お世話係の方がいらっしゃったり、そこで交流を

することで、独り暮らしの方の孤独や孤立を防ぐ、あるいは、認知症に

なっても、その方を地域で見守る、そういうような地域づくり、そうい

う大きなものに発展するということも、一つ目的に含まれているのかな

というふうに考えております。 

 

河﨑平男委員 今の回答で大体分かりました。そういった中で、認知症という

のは市内でどのぐらいいらっしゃるんですか。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 すぐには答えられない

ので、少し確認をさせていただければと思います。 

 

大井淳一朗委員長 後ほどお願いします。そのほかの質問を受けます。 

 

杉本保喜委員 介護予防事業というのは、今までの健常な状態といいますか、

コロナウイルスの関係で、もう通いの場もストップ、いきいき体操もス

トップ、一生懸命やっていた人たちが、全部ホールドをかけられたよう

な状態なんですよね。これがいつまで続くかが今のところ分からないと

いう非常に苦しい環境になっているんですけれど、それを多少とも打開

するような何か方策を考えておられるのかどうかお尋ねします。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 現在のコロナ禍による

自粛ということで、高齢者の方もやはり在宅で、どうしても運動不足に

なったり、フレイルが懸念されているところです。それに対して、例え

ば、在宅でもできるような体操のチラシだったり、ホームページでの啓

発、ユーチューブ動画での啓発に加えて、先日の補正予算でＤＶＤの制

作にも取り組んでいるところです。私たちも１日も早く、皆さんがまた

地域で活動できることを願っています。 

 

吉永美子委員 ちょっと確認をしておきたいなと思っていたんですが、今の杉
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本委員が言われた住民運営通いの場ですね。こういった打撃を受けてい

るんですけども、令和元年度は１１か所増やして、７９か所までこられ

た。これはたしか１２０までの目標を立てておられる。このことについ

ては、現状、変更せざるを得ないとか、そういったことが出ていますで

しょうか。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 いきいき百歳体操の住

民運営通いの場については、今までは計画値を上回る推移で来ておりま

したが、委員さんがおっしゃるとおり、今、いきいき百歳体操自体を自

粛しています。そして、今から設置をするというお声は幾つか頂いてい

るところですけれども、それを開始するのがまだちょっと現状でも難し

いというところで、なかなか私どもとしても見通しが立たないというか、

そういう状況ではあります。 

 

吉永美子委員 当然執行部に何の責任もないんですけども、目標自体を変更し

ながらやっていくという、方向性を変えていくということになりますか。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 今後の計画につきまし

ては、これから来年度の実施計画、それから第８期の計画を策定してい

きますので、現状を見極めながら考えていきたいと思っています。 

 

水津治副委員長 ３６３ページの１３の委託料の中の軽度認知障害把握業務委

託料、先ほど説明されたかも分かりませんが、委託先と、前年に比べて

実績がちょっと下がっていると思うんですが、要因が分かればお願いし

ます。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 軽度認知障害把握業務

委託事業につきましては、Ｔペックという会社の簡易認知機能の確認ス

ケールというものを使っております。これがあたまの健康チェックとい

うものです。これはパソコン画面を見ながら簡単な質問を読み上げて、

対象の方に回答してもらって、１０分から１５分程度で終了するもので

すが、高い正確性でＭＣＩの疑いを判別できるということから取り入れ

ているものです。そして、実際の受験者に関しましては、御指摘のとお

り、平成３０年度に比べて少なくなっております。ここのところの要因

としましては、私たちも多くの方に受験をしていただきたいのでいろん
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な方法で、介護保険の郵便物にチラシを同封させていただくなどの周知

には努めているところですが、現実的には、なかなか人数が伸びなかっ

たというところです。要因としてはいろいろ考えられるのですが、幾つ

かお話を伺った中に、高い正確性がゆえに、少し受験を控えてしまうと

いう声も頂いています。もう少し広く受験をしていただけるような方法

が必要かなというふうにも考えているところです。 

 

大井淳一朗委員長 よろしいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは続いて

包括的支援事業の任意事業です。３項になりますが、実績報告書は４８

ページです。 

 

吉永美子委員 安心ナースホン、頑張っていただいているのはよく認識してい

ますし、負担自体が減っていますので、これは市民にとって大変歓迎す

べきものだと思っています。ただ、これをどう広めていくかということ

では、これまでも本当に努力をしてこられたことは認識した上でお聞き

するんですが、高齢者の独り暮らしに対して、どこまで本当に安心ナー

スホンの必要性が広まっているか。そして中には、それでも私は要らな

いという人もいるかもしれませんが、特に独居の高齢者に対しては１０

０％当たるだけ当たったという認識でおられるんでしょうか。 

 

古谷高齢福祉課高齢福祉係長 安心相談ナースホンに関しましては、独居の高

齢者全てに当たったかと言われますと、独居高齢者全てに連絡等は、個

別という形はできていませんが、一応、実態調査でのお知らせ、チラシ

等の配布、それ以外にもホームページ、広報、民生児童委員協議会での

周知、行事でＳＯＳ健康フェスタというのがありまして、そちらでも、

実物、パンフレット等を用いての説明をさせていただきました。あと、

ＦＭサンサンきららでも年に一度は出演し、周知をし、少しでも多くの

方に周知していこうという形で行っているところです。 

 

吉永美子委員 要は、全ての高齢者が関係されているわけじゃないわけですが、

いろんなデイサービスに行かれたりとか、いろんなことをされている中

で、そういった施設、ケアマネジャー、そういった方々への周知徹底、

出会ったときには、こんなものがあるけど知っていましたか、やってい

ますかという、そういったところの、要は、網はいっぱいあればあるほ

どいいわけで、その辺の徹底はいかがですか。 
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荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 ケアマネの周知に関し

ましては、ケアマネジャー連絡会でチラシを配るなど、周知には努めて

いるところです。介護保険の施設に対する周知というのが、まだ不十分

なところがあるかなというふうに考えておりますので、今後、そういう

のも実施していきたいと思います。 

 

矢田松夫委員 ３６７ページの高齢者実態把握委託料で、ここでいうと７１２

人、延べ１，８５０人。成果はどんなところに生かされているのか。毎

年毎年、実態把握をされているんですが、なかなか成果というんか、実

態把握された後がよく見えないということですが、お答えできますか。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 この実態把握調査につ

きましては、サブセンターに委託をしているものです。昨年度の委員会

でも同じような質問を頂いたかと思いますが、サブセンターの職員がサ

ービスを使っていない高齢者の方で、地域や御家族からの御相談により、

あるいは、地域の訪問によって高齢者の状況を把握し、その方のお困り

事を聞いたり、場合によっては必要なサービスにつなげるなどというこ

とで、実態把握を通じたその方の生活のサポート支援をしていくという

ことで効果があるというふうに思っていますし、また、その積み上げに

よって、地域でどのような状況が起こっているかということを課題とし

て把握する中で、また、第８期の計画策定に役立てていきたいというふ

うに考えております。 

 

矢田松夫委員 必要なサービスの実績があったということですか。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 はい、訪問して把握し

た方につきましては、必要なサービスにつなげる支援を行っているとこ

ろです。 

 

矢田松夫委員 どれぐらいの比率があるんですか。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 把握した方に対して、

どの程度サービスにつながったかというような実績までは、申し訳あり

ません、出しておりません。 
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矢田松夫委員 ですから、最初に言った成果はどんなところに生かすのかと質

問したんです。やっぱり、その結果が出んと、毎年毎年同じ実態調査を

しても意味がないと思います。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 委員がおっしゃること

も分かりますが、地域の高齢者の実態把握をするというのは、必ずしも

その方が生活に困っているから行くわけではなくて、その方が今、生活

に困っていなくても、何か起こったときに、どういうところに相談すれ

ばいいのかというような相談先の周知にもつながりますし、それが例え

ば、隣人の方が困られたときに、地域包括支援センター、例えばサブセ

ンターに相談すればいいよというようなお話をしていただけるきっかけ

になればと思っています。それも地域づくりの一つだというふうに思っ

ておりますので、なかなか目に見えて効果がというのは難しいかもしれ

ませんが、地道にそういうことをしているということで御理解いただけ

たらと思います。 

 

矢田松夫委員 成果はどんなところにもあると。あるけれど生かされてないと

いうことでいいんですよね。（発言する者あり）いや、いいですよ。そう

いうふうに私は解釈します。 

 

水津治副委員長 今の高齢者実態把握です。件数がちょっと下がっているよう

に思うんですが、１件当たりの委託料が下がったとか、それがあるか、

ないか。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 件数に関しましては、

平成３０年の１０月以降、５か所あったサブセンターのうち、１か所が

休止になっております。その影響があると考えております。 

 

矢田松夫委員 第２層協議体について、４か所が５か所に増えたんですよね。

この理由は何ですか。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 第２層協議体は５か所

というところで、現在、出合、本山、赤崎、高泊、厚狭という５地区で

す。令和元年度、社会福祉協議会に委託をしておりまして、そちらの第
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１層のコーディネーターにより、第２層協議体の設置ということで、働

き掛けをしていただいた結果というふうに考えております。 

 

矢田松夫委員 それから、認知症カフェですが、これは中学校校区に設置をし

ていくという方針ではなかったですか。今は小野田地区だけですかね。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 現在、認知症カフェの

状況といたしましては、小野田中学校区に１か所、高千帆中学校区に２

か所となっております。 

 

吉永美子委員 今のことでちょっと聞きたかったんですが、何で小野田校区に

２か所あったのが、１か所に減ったんですか。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 閉鎖したところにつき

ましては参加者が少ないということと、あとは職員体制の問題と、繰り

返しになりますけど、なかなか地域に周知をしたけれども、参加する方

が少なかったというふうには聞いております。 

 

吉永美子委員 それで閉じてしまったということですか、少なくて。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 原因についてお伺いし

たところ、スタッフの確保の問題、地域住民の参加が増えなかったとい

うふうには聞いているところです。 

 

吉永美子委員 昨年度のときに、今もそうですけど、山陽地区にはまだないと

いうことで、今後も働き掛けを行っていきたいというような話があった

と思うんですけども、難しいですか。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 認知症カフェの設置に

つきましては、認知症を担当する職員も中心になって、認知症を支援す

る事業所などの関係機関とのネットワークだったり、連絡会などを通じ

て、繰り返し設置の必要性についてお伝えをしているところですが、な

かなか現状としては設置が進んでないということです。 

 

吉永美子委員 このことについては、国は何かしらの支援というか、立ち上げ
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やすいようにとか、そういったことをやってくれないんですか。市任せ

なんですか。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 地域支援事業の一つの

事業としてということですので、県も認知症カフェの交流会だったり、

連絡会だったりを開いたり、市の相談に乗っていただくということはし

ていただいているところです。 

 

吉永美子委員 今後も引き続き努力をお願いします。それと認知症の初期集中

支援チームの件なんですが、これが地域包括支援センターに１か所とい

うことで、これは県内他市の状況と比較しまして、この１か所で山陽小

野田市にとっては十分なんでしょうか。そういうふうに認識されている

んでしょうか。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 認知症初期集中支援チ

ームの活動につきましては、このチーム員というのが専門職で構成され

ております。現在のところ、専門職を医療職、福祉職、そして医師とい

うことでそろえるというところで、直営の地域包括支援センターに設置

をしておるところですけれども、今後、第８期などの計画を考える中で、

現状の課題を振り返りながら、方策というのは考えていきたいと思って

います。ただ、認知症初期集中チームの活動状況につきましては、令和

元年度は対応が８件というところで、どうしても、地域包括支援センタ

ーが通常行っている認知症の相談とリンクしているところがありますの

で、地域包括支援センターの設置というのは、有効ではないかなという

ふうには思っております。設置箇所についても直営で、現在のところ１

か所ということで考えております。 

 

吉永美子委員 お聞きした中で県内の他市の状況と併せてお聞きしたんですが、

山陽小野田市は他市と比較して、十分な体制になっているということで

よろしいんでしょうか。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 他市と比較して、十分

かどうかということは、具体的に今はお答えができないので、申し訳な

いですけれども、現在、山陽小野田市の状況としては、今から件数を増

やす、普及啓発をしていくということも、段階的には必要な状況だとい
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うふうに考えております。そうした中で、だんだん対応の件数が増える

など、状況が変わってきたときには、対応を考えたいというふうに思っ

ております。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、包括支援事業任意事業はよろしいですか。（「は

い」と呼ぶ者あり）それでは歳出は以上とします。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 先ほど御質問がありました認知症の方の人数に

ついてですけれども、市内の認知症の方全ての人数というのは、高齢福

祉課で数字は持ち合わせておりません。介護認定の認定を受けられてい

る方の中で、認定調査のときに、認定調査員が認知症高齢者の日常生活

自立度というものを確認させていただきます。この認知症高齢者の日常

生活自立度というのは、全部で９段階に分かれておりまして、おおむね

ランクとして２以上の方が要介護１以上に該当するというふうに判定さ

れる形になります。ランク２以上の方の人数が、認定者数のおおむね５

割から６割強、約２，０００人強の方が該当しております。実際には認

知症の方でも御家族と一緒に生活されておられて、介護認定を受けられ

ていない方も当然いらっしゃいますし、病院等に入院されている方もい

らっしゃいますので、実際の人数については、もう少し多いものという

ふうに見込んでおります。 

 

大井淳一朗委員長 １２時を回りましたが、介護の決算までやりたいと思いま

す。歳出は終わりました。歳入でお聞きしたいこと、３４６ページから

です。介護保険料で聞いておきたいこととかありますか。よろしいです

か。（「はい」と呼ぶ者あり）そのほかの使用料、国庫支出金、県支出金、

繰入金、財産収入、繰越金、諸収入はいいですか。（「はい」と呼ぶ者あ

り）歳入はよろしいですね。全般的に。 

 

水津治副委員長 介護認定の新規の方、若しくは更新の方、通知書が届いて不

服の申立てが年間どれぐらいあるものか。それともう１件は、けがをし

た、病気をした、要介護度が今と違うんじゃないかという相談、見直し

の件数が年間どのぐらいあるものか教えてください。 

 

篠原高齢福祉課主査 介護認定に対する、今の認定がちょっと違うのではない

か、本人の状態と違うのではないのかという相談の件数が２か月に１回
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程度出ております。それは、窓口で話をする中で、相手の方に納得して

いただくとか、認定調査の状況とかを話す中で納得していただいていま

す。中には調査の内容がちょっと違ったり、本人さんの状況とちょっと

違ったりという場合は区分変更申請を出していただいて、対応させてい

ただいています。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 補足をさせていただきます。介護認定の結果に

ついて御家族から、介護度について御相談が多いのは、今の介護度が御

本人の介護と少し低いのではないかという御相談が多いケースがありま

す。介護認定について、御家族と認定をする側の考え方の違いというの

がありまして、御本人は御本人の状態がどれだけ悪くなっているか、ど

れだけ重いかというところで、介護認定が決定されるというふうにお考

えの方が結構いらっしゃいますが、実際の介護認定は、介護する方の手

間がどれぐらい掛かるかというところで判定をさせていただくことにな

りますので、その辺りで、御本人の状態が悪くなったけれども、実際に

は、例えば、ほんとに寝たきりになってしまって、逆に介護の手間が少

し掛からなくなってきたというところで、介護度というのが、軽くなっ

てしまうという場合もあります。そういった場合には、認定調査の経過

等を詳しく御説明をして、介護保険の制度について御理解いただくよう

に努めているところです。 

 

大井淳一朗委員長 基金残高があるわけですが、前年度と比較して、若干また

基金も増えておりますが、今後、保険料改定もあるかと思うんですが、

基金の方向性というか、どんどん積み上げていくのか、それとも、適正

な保険料を見据えながら、事業等の関係もあると思うんですが、この基

金の今後の活用についてお伺いしたいと思います。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 介護給付費準備基金については、介護保険のサ

ービス給付費が極端に増加したときに、利用者の負担が大きくならない

ような形で、基金に積立てをさせていただいております。今後、介護給

付費準備基金については、第８期計画の中で、どのように活用するかと

いうのを検討することになりますが、今からまだ若干高齢者の人数、そ

れから高齢化というものが進むことになりますので、介護給付費自体は

少し増加していく見込みは続いていくというふうに考えております。こ

れから７５歳以上の後期高齢者の方が増加してきたときでも、介護保険
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の制度が持続できるような形で維持する必要がありますし、また、被保

険者の方に負担がなるべく少なくなるような形で、基金のほうも活用は

していかないといけないと考えておりますので、今年度、計画を策定す

る中で、基金についても、来期の計画の中でどれだけ積立てや取崩しを

行うかというところを検討していきたいと考えております。 

 

篠原高齢福祉課主査 先ほど不服申立の件数について質問があったと思います

が、不服申立自体はゼロ件です。 

 

大井淳一朗委員長 よろしいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは質疑を

打ち切ります。討論はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なし

と認めます。 

 

（河﨑平男委員退室） 

 

大井淳一朗委員長 それでは採決に入ります。議案第８１号、令和元年度山陽

小野田市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、賛成の委員の挙

手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

大井淳一朗委員長 全員賛成にて認定すべきものと決しました。 

 

（河﨑平男委員入室） 

 

大井淳一朗委員長 それでは昼になりましたので、休憩に入りたいと思います。

１時１０分から病院事業会計です。休憩します。 

 

午後０時１０分 休憩 

 

午後１時１０分 再開 

 

大井淳一朗委員長 委員会を再開します。議案第９０号、令和２年度山陽小野

田市病院事業会計補正予算（第１回）について、執行部の説明を求めま

す。 
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矢賀病院事業管理者 まず、お礼を申し上げたいと思います。昨年度末には特

別繰入れを頂きまして、病院も何とか乗り越えることができました。今

年度は７月から地域包括ケア病棟を導入して、順調に進んでいます。収

益の改善に随分役に立つと期待していたんですけども、３月から新型コ

ロナウイルスの流行があり、当院のみならず全国的に医療機関で受診抑

制がかかっていまして、経験したことがないような影響が出ております。

そういう状況の変化があるんですけれども、今日は御審議よろしくお願

いします。また、議会から頂いた特別繰入れに対する附帯決議は、職員

全員に伝達しております。それでは担当者から説明させていただきます。 

 

藤本病院局総務課主幹 それでは、議案第９０号、令和２年度山陽小野田市病

院事業会計補正予算（第１回）について御説明します。まず、補正予算

書１ページを御覧ください。第２条業務の予定量ですが、年間延べ入院

患者数を４，３７５人減の６万１，３２５人に、一日平均入院患者数を

１２人減の１６８人、年間延べ外来患者数を１万３，６０８人減の８万

８，２０９人に、一日平均外来患者数を５６人減の３６３人に改めまし

た。また、主要な建設改良事業のうち建物改築費については、１，５０

０万円増の５，０００万円に、器械及び備品費については、１，４６８

万８，０００円増の８，４６８万８，０００円に改めました。第３条及

び第４条については１０ページから詳細を御説明します。それではまず

１０ページの収益的収入を御覧ください。１項医業収益の１目１節入院

収益ですが、４月から６月までの累計では一日平均入院患者数は１５３．

２人、一人一日当たりの単価は約３万８，６００円で病床稼働率は７１．

３％でした。今回の補正では、実績としては３か月分、第一四半期しか

参考にできませんでしたが、御存じのようにコロナ禍の影響で患者数が

大きく減少したため、現時点で決算を見込み、当初予算と比較し一日平

均入院患者数を１２人減の１６８人に、一人一日当たりの入院単価を１，

４８２円増の４万６６円とし、入院収益を７，７９６万６，０００円減

の２４億５，７０２万４，０００円としました。ちなみに病床稼働率は、

附記に書いてあるとおり、７８．１％で計算しています。２目１節外来

収益については、４月から６月までの累計では一日平均外来患者数は３

５４．３人、一人一日当たりの単価は約１万８００円でした。入院と同

様に外来もコロナ禍の影響で患者数が大きく減少したため、現時点で決

算を見込み、当初予算と比較し一日平均外来患者数を５６人減の３６３
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人に、一人一日当たりの外来単価は当初予算と変わらず１万１，０００

円とし、外来収益を１億４，９６８万８，０００円減の９億７，０２９

万９，０００円としました。次に、３目その他医業収益中の１節室料差

額収益です。これは入院患者の減に伴い、今年度の有料個室の利用率を

参考に決算を見込み約１，６９０万円を減額しました。当初は全体で８

５．７％を予定していましたが、今回の補正では個室利用率は附記に書

いてあるとおり７２．５％で計算しています。次に、２項医業外収益の

３目１節国・県補助金ですが、新型コロナ対策事業補助金として７１万

１，０００円を増額しました。最後に、３項２目１節その他特別利益で

すが、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金として８，０００万

円を増額しました。以上の結果、１款病院事業収益は１億６，３８５万

９，０００円減額し、４１億９，５９５万１，０００円としました。続

きまして、１１ページの収益的支出ですが、１項医業費用中２目材料費

の１節から５節について、過去５年間の決算額を参考に、この度の入院

外来収益の減収幅等を加味し、合計５，２８０万円減額しました。７節

医療消耗備品費では、新型コロナ対策事業に係る消耗備品費として防護

具２００着分の７１万１，０００円を増額しました。これは１００％補

助事業で、先ほど隣のページの収益のところで御説明した国・県補助金

と同額であります。次に３目経費については、患者の増減に影響を受け

る主な委託料を見直した結果、外注検査業務や医療廃棄物処理業務は減

少しましたが、給食業務については提供する病院食の数自体は減ってい

ますが、人件費と材料費の高騰により逆に増加し、その結果、経費全体

では１３２万円の減額となりました。２項医業外費用については、材料

費、経費等の減額に伴う４目雑支出及び５目消費税の減により、合計６

８３万９，０００円の減額となりました。ここで、４目雑支出とは、病

院が支払う課税仕入れに対する仮払消費税のうち控除対象外消費税のこ

とで、消費税の計算時に病院の収入する課税収入に係る仮受消費税から

控除することのできない仮払消費税のことを言います。最後に３項２目

１節その他特別損失ですが、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労

金として収入と同額の８，０００万円を増額しました。以上の結果、１

款病院事業費用は、１，９７５万２，０００円増の４６億３，７５３万

５，０００円となりました。これらにより、９ページの税抜き予定損益

計算では、下から３行目、当年度純損失として３億３，７７４万６，０

００円を見込み、一番下、当年度未処理欠損金いわゆる年度末累積欠損

金は３５億９，３６６万９，０００円となる見込みです。続きまして、



49 

 

１２ページの資本的収支ですが、まず、資本的支出から御説明します。

１項１目１節工事請負費について、当初予算で非常用電源設備増強事業

の本体工事費として３，０００万円を計上していましたが、現在、実施

設計の見直しを行っている中で、概算約１，５００万円追加で必要にな

ったため１，５００万円増額しました。１項２目１節医療器械について、

新型コロナ関係機器購入費用として総額１，４６８万８，０００円を増

額しました。次に、資本的収入について御説明します。まず、１項１目

１節企業債については、非常用電源設備増強事業や医療機器購入費など

の事業費の変動や財源内訳の変更に伴い再計算した結果、８００万円の

減額としました。詳しくは後ほど、補正予算第５条の企業債の限度額の

変更のところで御説明します。次に、３項１目１節寄附金については、

２個人、１法人の方から合計２，７７５万円の尊い寄附金を頂きました

ので、当初予算１０万円との差額である２，７６５万円を増額しました。

最後に、４項１目１節医療機器等購入費補助金については、先ほど支出

のところで御説明しました新型コロナ関係機器購入費に対する補助金と

して、１，４６６万６，０００円を増額しました。補助率は１００％で

すが、支出に対し収入が約２万円少ないのは、購入した機器の一部で補

助基準額をやや超過したものがあるためです。この結果、１款資本的支

出は２，９６８万８，０００円増額し、４億２，３０４万７，０００円

となり、１款資本的収入は３，４３１万６，０００円増額し、２億１，

０２０万円となり資本的収支の不足分２億１，２８４万７，０００円は

内部留保資金等で補塡することとしました。次に２ページを御覧くださ

い。第５条、企業債の限度額の変更です。先ほど資本的収入のところで

御説明しました８００万円の企業債の減額の明細です。具体的には、建

物改築費では非常用電源設備増強事業の本体工事費として、当初３，０

００万円の事業費に対して、概算で１，５００万円の寄附金、１，５０

０万円の企業債を予定していましたが、補正後の４，５００万円の事業

費に対して、寄附金１，０１８万８，０００円、企業債３，４８０万円

となるため、当初予算との差額１，９８０万円の限度額を増額するもの

です。器械及び備品費については、当初６，０００万円の事業費に対し

て、病院事業債の起債充当率は１００％なので、事業費と同額の６，０

００万円の企業債を予定していましたが、先ほど資本的収入のところで

御説明しました寄附金２，７７５万円を医療器械に充当することとなり、

差し引き企業債が３，２２０万円となり、当初予算との差額２，７８０

万円の限度額を減額するものです。補正予算最後は、第６条、債務負担
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行為の追加設定です。電子カルテシステムを中心とした医療情報システ

ムを令和３年度に更新することは以前から御説明していますが、現在、

民間のコンサルティング業者にシステム構築のための仕様書の作成を委

託しているところです。この仕様書が１１月中旬頃完成し、１１月下旬

ぐらいからシステム構築のためのベンダー業者選定作業に入る予定とな

っています。以前の委員会でも御説明しましたが、選定方法は基本的な

仕様書をベースに、業者からの提案を加味したプロポーザル方式を予定

していますが、プロポーザルの公告を行うに当たり、予算的な裏付けが

必要であるため、債務負担行為を設定するものです。限度額については、

現時点では仕様書が完成していませんので、システム業者数社から見積

りを徴取した結果を元に決定しています。数字が概算であるため、債務

負担行為限度額については、契約額が確定次第、直後の議会でプロポー

ザル結果を御説明した上で、債務負担行為の減額補正を行う予定です。

その他のページとして、３、４ページには、先ほど詳しく御説明した１

０ページ以下を目レベルまで表記した病院事業会計予算実施計画補正

（第１回）を、５ページには補正後の予定キャッシュ・フロー計算書を、

６、７ページには予定貸借対照表を、そして８ページには注記、９ペー

ジには予定損益計算書を載せています。ちなみに、資金不足の計算は、

６、７ページの予定貸借対照表から計算することができますが、この補

正後の予定貸借対照表から計算すると、６ページ流動資産合計６億２，

１７１万３，０００円から、７ページ流動負債合計８億４，５８０万１，

０００円から、企業債２億３，０００万４，０００円を控除した６億１，

５７９万７，０００円を差し引くと、５９１万６，０００円のプラスと

なり、資金不足は発生しません。以上で、令和２年度病院事業会計補正

予算（第１回）についての説明を終わります。御審議のほど、よろしく

お願いします。 

 

大井淳一朗委員長 病院局から説明を頂きました。１ページを御覧ください。

こちらに従って進めてまいります。まず、第１条はいいですね。（「はい」

と呼ぶ者あり）第２条にあります業務の予定量です。先ほどの説明で、

入院患者等が下方修正ということですが、業務の予定量について、この

第２条に絞って、皆さんの質疑を受けたいと思います。 

 

矢田松夫委員 この増減の減ですが、これは全てがコロナというわけでないと

いう認識ですか。 
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矢賀病院事業管理者 ほとんどがコロナの影響と考えております。 

 

矢田松夫委員 ほとんどというのは、割合でいうと、例えば９割がコロナで、

１割は何なのか。９９．９％がコロナで、残りの０．１％は何なのか。 

 

矢賀病院事業管理者 その辺は全く分析できません。病院に何か問題があって、

それで患者が減るような要因はありません。 

 

大井淳一朗委員長 よろしいですか、病院業務予定量は。確かに所管事務調査

で、ある程度、直近のことについては聞いたんですけれども、あまり重

複し過ぎてもいけないんですが、やはりここは委員会ですので、補正予

算について聞いておきたいことがあれば、聞いていただければと思いま

す。 

 

河﨑平男委員 今後も、入院患者数の減ということは、コロナの影響でずっと

いくという予想もできますよね。プラスアルファというのはなかなか、

事業として収益を上げるのは難しいんですか。 

 

國森病院局事務部長 ７月３０日に御説明したとおり、４、５、６月はコロナ

の影響で、出発点から落ち込んでおります。それから、過去の伸び率等

を計算して患者数を計算しております。それと、私どもの集患活動の努

力分を上乗せして、将来の患者動向を算出しております。 

 

松尾数則委員 コロナが大きな原因だと言われると、これから先は言えないけ

れど、例えば、入院患者がコロナで減ったということは、入院したら、

コロナに感染するからという思いがあって減ってきたと捉えていいんで

すか。 

 

國森病院局事務部長 病院に行くと、疑わしい患者がいるかも分からないとい

うことで、病院というのはリスクを伴う施設ということで、控えられた

と考えております。 

 

矢賀病院事業管理者 一つは手指衛生がよくなったため、感染症が非常に少な

くなったということがあります。小児科の患者の減少率が著しいですが、



52 

 

子どもは感染症が多いんですけども、よく手洗いして、うがいするため

に、感染症にかかりにくくなった。大人でもそういうことがあるだろう

と思います。もう一つは、高齢者が外出しなくなったために、転倒が少

なくなって、骨折が少なくなったという要因があると思います。ただし、

自宅でじっとしているために、その間に病気が進行してしまう可能性と

いうのも危惧されて、この辺が未知数なところではあります。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、業務の予定量、入院患者、外来も含めて。よろ

しいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは、２条については以上と

します。続きまして、３条です。収益的収入及び支出ですが、これにつ

いては、後ろにあります１０ページ、１１ページの資料も含めて、こち

らのほうが詳しいので、こちらに従って、収益的収入及び支出について

皆さんの質疑を受けたいと思います。 

 

吉永美子委員 ８，０００万です。医療従事者慰労金について、詳しく説明し

てください。 

 

和氣病院局事務部次長 これにつきましては、３月３日から６月３０日までの

間に１０日以上従事している職員に対して支給するものです。実際には、

病院の職員以外にも、委託業者の方も含めてということで、対象人数を

挙げております。人数としまして４００人。若干の増減が出る可能性も

含めまして４００人と見積もっております。金額としては一人当たり２

０万円ということで計上しております。この金額につきましては、幾ら

になるかということで、県に照会を掛けまして、それで２０万円という

回答を頂きまして、予算に計上しています。 

 

吉永美子委員 これは国が出してきたものですよね。施設とか、医療従事者と

かに慰労金と言っていた分ですよね。 

 

和氣病院局事務部次長 おっしゃるとおり、国の制度によりまして支払をする

ものです。 

 

吉永美子委員 これは全国一律、一人２０万円ということですよね。 

 

和氣病院局事務部次長 この慰労金につきましては、２０万円と１０万円と５
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万円という段階があります。 

 

吉永美子委員 うちは一番高い２０万円に該当する従事者が４００人程度見込

まれるという考え方で、５万円、１０万円はいないということですね。 

 

和氣病院局事務部次長 この慰労金につきましては、それぞれの従事者が、こ

の人は２０万円、この人は１０万円というふうに分かれるわけではなく、

先ほど一人２０万と申しましたけど、これは山陽小野田市民病院で働い

ている人には２０万円となるものです。ですから、病院施設によっては

１０万円のところもありますし、５万円のところもあるというところで

す。同じ院内の従事者によって金額が上下するということはありません。 

 

吉永美子委員 同じ公立病院でも、この病院は一人当たりが１０万円になりま

すとかいう、ある意味ランクと言っていいのか、そういう格付が決まっ

ているんですか。この人はどこまで関与したから１０万円で、この人は

もっと関与したから２０万じゃなくて、市民病院は一人が２０万円と決

まっていて、よそのＡ病院は１０万円という病院もあれば、一人５万円

になりますよという病院もあるということですか。 

 

和氣病院局事務部次長 交付金の交付要綱で、どの分類に該当するかというこ

とで決まっているものです。詳細なところまでは、県に照会を掛けない

と分からないところはあります。厚生労働省が出しているチラシでいき

ますと、例えば、都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し、

患者と接する医療従事者や職員と、その他病院、診療所、訪問看護ステ

ーション、助産所に勤務し、患者と接する医療従事者や職員の二つに分

かれています。また、役割を設定された医療機関の中で、実際にコロナ

ウイルス感染症患者に診療等を行った医療機関である場合と、上記以外

の場合というふうな形で、大まかに分かれています。 

 

吉永美子委員 あんまり言えないところがあるというのは分かりつつ言うんで

すが、コロナ対策を市民病院としても頑張ってきたということでいいと

いうことですね。その他ではないということですね。 

 

矢賀病院事業管理者 そのとおりです。それなりの役割を果たしているから、

この金額になったということです。医療の内容は、全部公開できないと
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いうところがありますので、その点を御了承いただきたいと思います。 

 

大井淳一朗委員長 新型コロナ関係補助金なんですが、先ほど説明があったか

もしれませんが、これはどういったことに補助金があったのか。今後こ

のような補助金は活用していくのか。補助金を求めていくのかについて。 

 

藤本病院局総務課主幹 補助金にはいろんなメニューがありまして、当院は外

来協力病院ということで、その補助金を頂くようになりました。内容に

つきましては、先ほど御説明した防護服、消耗品のようなものを始めと

して、４条で説明しました医療機器など、結構広く対象があります。コ

ロナ対策のために必要なものであれば、補助基本額は決まっていまして、

それを超えれば、４条で説明しました手出しが出ますが、大体その範囲

内で収まりますので、それについては最大限補助金を活用して、コロナ

対策のための医療機器の整備を行っていきます。 

 

國森病院局事務部長 国の１０分の１０の補助金ですけど、二次から緊急包括

支援事業というのが出まして、それを活用した補助金です。まだ、全て

使っているわけではありません。こちらが必要な経費になりますけど、

コロナ対策の必要経費については、県と補助金について相談しながら、

執行していこうと考えております。今後も補正は続きます。 

 

大井淳一朗委員長 緊急事態宣言が出て、人間ドックとか健康診断を一時中止

しておりましたが、これはまだ続いているんでしょうか。聞くところに

よると、中止になった分が全部労災に行って、大変なことになったとい

う情報も入ったもんですから、市民病院の健診事業について、現状を教

えてください。 

 

和氣病院局事務部次長 健診につきまして、現状としては、ほぼ前と同じよう

な形でしています。先週、お知らせを出したんですが、コロナの感染者

がたくさん出たということで、肺機能の検査については今、中止してい

ます。あとは、問診の段階で発熱があった方については、日程の変更を

お願いしたりすることがありますが、基本的には前と同じような形で実

施しています。 

 

大井淳一朗委員長 ５月３０日からは前のようにやられているということです
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ね。 

 

和氣病院局事務部次長 中止になったところから御説明します。コロナウイル

スの感染拡大によって、４月２０日から内視鏡の検査を中止していまし

た。４月２７日から肺機能検査も中止となっています。それ以降、５月

１日から５月３１日までは、健診を中止させていただきました。６月１

日から、人間ドック、一般健診、企業健診については、予約をされてい

た方について再開しています。それから、６月１０日からは、市のがん

検診、特定健診等の予約の受付を開始しています。６月１５日からは、

内視鏡の検査と胃透視の検査を再開しています。６月２２日からは、市

のがん検診と特定健診の実施を始めています。７月１日に肺機能検査も

再開したところであったんですが、先ほど申しましたように、感染者の

方が出てきたということで、また、中止しました。健診については以上

です。 

 

矢賀病院事業管理者 健診の中止時期と再開時期については、私が労災病院と

直接話しておりますので、期間の大きなずれはないと思います。市民病

院がやめたから、労災病院に集中したということはほとんどないと考え

ています。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、よろしいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）それ

では補正予算についての質疑は打ち切ります。討論はありませんか。（「な

し」と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。それでは、議案第９０号、令

和２年度山陽小野田市病院事業会計補正予算（第１回）について、採決

します。賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

大井淳一朗委員長 全員賛成で可決すべきものと決しました。ここで休憩をし

ます。１時５５分から決算に入りたいと思います。 

 

午後１時４５分 休憩 

 

午後１時５５分 再開 
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大井淳一朗委員長 それでは委員会を再開します。続きまして議案第８５号、

令和元年度山陽小野田市病院事業決算認定について、病院局の説明を求

めます。 

 

藤本病院局総務課主幹 それでは、議案第８５号の令和元年度山陽小野田市病

院事業決算について御説明します。まず決算書１ページから４ページま

でを御覧ください。ここは収益的収支、資本的収支を款項ごとに予算額、

決算額、その増減額などを載せてあります。詳細については、後ほど御

説明します。次に決算書５、６ページを御覧ください。これが令和元年

度１年間の損益計算書となります。本業のもうけを示す医業収支につい

ては、医業収益３８億２，９０６万２，２９６円に対し、医業費用４１

億４，９１２万４，８９５円で、その結果３億２，００６万２，５９９

円の医業損失となりました。また、医業外収支については、医業外収益

３億９，３３４万７，９１３円に対し、医業外費用１億９，５１４万７，

２２６円で、その結果１億９，８２０万６８７円の医業外利益となり、

経常損益は１億２，１８６万１，９１２円の経常損失となりました。最

後に、特別繰入れ３億円を含む特別損益を勘案し、当年度損益は１億７，

７８８万７，３６１円の純利益となり、令和元年度未処理欠損金は３２

億５，５９２万３，４４５円となりました。次に７、８ページを御覧く

ださい。ここは令和元年度の病院事業欠損金計算書であります。令和元

年度は、資本剰余金のうち、負担金について、平成１１年度の土地取得

に係る一般会計繰入金１３１万１，７０５円が増加しました。次に９、

１０ページを御覧ください。これは令和元年度末現在の貸借対照表、い

わゆるバランスシートであります。まずは資産の部ですが、１固定資産

の合計は４９億１，３３２万１５５円、２流動資産の合計は６億７，６

０７万１，３６４円で、資産合計は５５億８，９３９万１，５１９円と

なりました。 続いて負債の部ですが、３固定負債の合計は５０億４，

０５６万６，６５３円、４流動負債の合計は７億１，２３０万８，２４

６円、５繰延収益は１億９，５０５万７，３５８円で、負債合計は５９

億４，７９３万２，２５７円となりました。また、資本の部ですが、６

資本金は１７億７，２４８万６，６６７円、７剰余金はマイナスの２１

億３，１０２万７，４０５円で、資本合計はマイナスの３億５，８５４

万７３８円となり、負債と資本の合計は資産合計と同じ５５億８，９３

９万１，５１９円となりました。１１ページについては内容に大きな変

更はありませんが、企業債残高の減少に伴い、Ⅲ貸借対照表等に関する
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注記の１企業債の償還に係る一般会計の負担額が３０年度に比べ１億７，

０５８万円余り減少し、２０億５，３０４万６，０００円となったこと、

２ 他会計からの長期借入金残高の状況が、一般会計への返済が平成３０

年度で終了したため、工業用水道事業会計への返済のみとなり、残高が

６，６００万円掛ける２か年の１億３，２００万円となったことが挙げ

られます。次に１２ページを御覧ください。ここは令和元年度の病院事

業の概況です。〔１〕総括事項のうち１２ページの前文だけを読み上げま

す。次１３ページの収益的収支、資本的収支の詳細については、後ほど

御説明いたします。総括事項、医療環境は人口の減少、少子高齢化の進

展、慢性的な医師不足、医療費抑制のための診療報酬改定、さらには医

療圏域ごとに将来の医療提供体制を検討する地域医療構想等の医療制度

改革など、依然として厳しい状況が続いています。一方、公立病院に対

しては質の高い医療の提供はもとより、救急、小児、周産期、災害など

の不採算、特殊部門に関わる医療の提供など、地域医療の確保が求めら

れているところでございます。こうした中、令和元年９月に当院が、地

域医療構想再検証病院の対象病院となりまして、ダウンサイジングや病

床機能転換等の具体的対応について取り組むこととなりました。また、

病院経営におきましては、令和元年度も資金不足が生じる見込みとなり、

市からの３億円の特別繰入れによりまして、それを回避し、更なる改善

に取り組むこととしました。このため病院経営を構造的に立て直して、

収益を大幅に向上させるため、急性期機能から回復期機能の転換誘導策

として、診療報酬上優遇されております地域包括ケア病棟に一部、転換

していくこととして、地域包括ケア病棟開設準備会を立ち上げるととも

に、令和元年度に設置した意思決定の周知や、職員の意見交換の場であ

る運営調整会議におきまして、早期開設に向けて議論し、令和２年７月

に１病棟、５５床を地域包括ケア病棟、通称退院支援病棟に転換する運

びとなりました。また、新型コロナウイルス対策としまして、来院時の

体温測定や面会の禁止など、感染防止対策を徹底しながら診療を行うな

ど、安心安全な医療を継続的に提供するとともに、保健所と連携した新

型コロナウイルス感染拡大防止に取り組んだところです。次に１４ペー

ジを御覧ください。ここでは令和元年度中の議会議決事項の一覧、企業

債の許可日、そして職員の人数に関する事項を掲載しています。次に１

５ページを御覧ください。ここでは令和元年度に行った建設工事の概況

と医療機器等購入の概況を掲載しています。次に１６ページを御覧くだ

さい。ここでは入院、外来の患者数、収益的収入及び支出について、３



58 

 

０年度との比較を掲載しています。決算書で唯一前年度との比較を掲載

しているページですので、以下少し詳しく御説明します。まずは〔１〕

患者数です。入院患者については、年間で３０年度比２，３６２人減の

６万３，２５８人、一日平均では７人減の１７３人となりました。外来

患者については、年間で３０年度比１，２９７人減の９万９，６３２人、

一日平均で１人減の４１３人となりました。次に〔２〕事業収入に関す

る事項です。５、６ページの損益計算書の１医業収益、３医業外収益、

５特別利益の合計と一致します。まず、医業収益については３０年度に

比べ１，９７８万円余り増加しました。主な増減理由では、入院収益に

ついては患者数は減少しているものの入院単価が増加したため、結果と

して増収となりました。また、外来収益についても患者数は減少してい

ますが、外来単価が増加したため、こちらも結果的に増収となりました。

次に、医業外収益については、３０年度に比べ１１３万円余り減少しま

した。主な増減理由では、国・県補助金として新型コロナ対策補助金分

が増加しましたが、逆に、その他医業外収益として、あさひ保育園の保

育料保護者負担金や売店使用料が減少したことにより、結果的に減収と

なりました。最後に、特別利益には、今年の３月に審議いただいた特別

繰入れ３億円を計上し、全て合計した結果、決算額４５億２，２４１万

２１２円となり、３０年度比３億１，８３８万円余り増加いたしました。

次に〔３〕事業費に関する事項です。５、６ページの損益計算書の２医

業費用、４医業外費用、６特別損失の合計と一致します。職員給与費に

ついては、３０年度に比べ９，２９３万円余り減少しました。主な増減

理由は、①賃金の減②法定福利費の減③退職給付費の減などであります。

材料費については、３０年度に比べ３，５１５万円余り増加しました。

主な増減理由として、投薬用薬品費は減少していますが、注射用薬品費

やその他材料費が増加しているため、材料費全体として増加しました。

その他経費については、３０年度に比べ１，８２９万円余り増加しまし

た。主な増減理由として、３月補正のときにも御説明しましたが、①医

療機器や施設メンテ等に伴う修繕費の増②医療機器等保守料の増などで

あります。減価償却費については、３０年度に比べ３，１６７万円余り

減少しました。内訳として、機械備品のみが減少しました。理由は主に

平成２５年から２６年度に購入した多くの器械備品、耐用年数が５年前

後ですが、減価償却が終了したためです。資産減耗費については、３０

年度に比べ２４１万円余り増加しました。増加理由は、令和元年度に高

額医療機器を廃棄したことによるためであります。長期前払消費税償却
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とは、旧控除対象外消費税を、一旦貸借対照表に資産計上した上で、そ

の長期前払消費税を毎年度一定の方法で費用化するものであり、令和元

年度は計算の結果２，６４７万１，８３６円となりました。支払利息に

ついては、３０年度に比べ１１５万円余り減少しました。主な原因は、

企業債の償還終了に伴い企業債利息が減少したことです。雑支出とは、

課税仕入れに係る仮払消費税のうち、３条予算及び貯蔵品の課税仕入れ

に係る消費税相当分を、当該年度に費用計上するものであり、令和元年

度は計算の結果１億２，９０２万２，６４４円となりました。退職給付

費負担金とは、病院に勤務していた職歴のある職員が一般会計対象部署

を最後に退職した場合、病院に勤務した期間に応じて、一般会計から退

職者に支払われた退職金の一部を病院が負担するもので、令和元年度は

１，２９３万３，２１８円となりました。特別損失とは、前述のどれに

も属さない特別な費用で、主に過年度損益修正損という過年度に発生し

た原因に基づく費用などを計上しますが、内容としては、例えば３０年

度に患者が受診し支払った医療費を令和元年度に入って精算返還する過

年度返金分等があります。以上で、１６ページの３業務の説明を終わり

ます。次に１７ページを御覧ください。ここでは企業債及び借入金の状

況、当初予算第７条の議会の議決を経なければ流用することができない

経費及び第８条のたな卸資産購入限度額の決算額を載せています。御覧

のように職員給与費、交際費、たな卸資産の全ての項目において予算内

で執行しています。 また、企業債についても当初予算第５条の起債の

限度額６，０００万円を超えておらず、この表からは直接分かりません

が、一時借入金についても当初予算第６条の一時借入金の限度額５億円

は超えていません。また、企業債については２５、２６ページにその明

細を載せています。次に１８ページですが、ここではキャッシュ・フロ

ーを載せています。これは１年間の現金の動きを表しています。キャッ

シュ・フローには直接法と間接法がありますが、当院では損益計算の純

損益に必要な調整項目を加減して表示する方法、いわゆる間接法を採用

しています。１９ページから２１ページについては収益的収支の明細に

なりますが、昨年度との主な増減理由については先ほど１６ページの３

業務のところで御説明したとおりです。また、以前議員さんからも要望

のありました主な収支内容の附記への記載については、今回から各節の

主な支出目的等をある程度附記に記載していますので、参考にしてくだ

さい。次に４条予算であります資本的収支について御説明します。２２

ページを開いてください。まずは資本的収入についてですが、決算額は
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１億６，６７９万３，０８４円となりました。１項企業債は５，６００

万円で、全て医療器械及び備品の購入に係る借入れです。２項他会計負

担金は、資本的収支予算、いわゆる４条予算で購入する起債対象外医療

器械、備品や地方債償還元金に係る一般会計からの繰入金を計上してい

ますが、医療器械、備品分、地方債償還元金分合計で１億１，０７９万

３，０８４円となります。節の内訳は決算書を御参照ください。続いて

資本的支出についてですが、決算額は５億３，２３１万２，２０２円と

なりました。１項１目建物改築費は決算額２７５万円で、令和２年度に

整備予定の非常用電源設備増強事業に係る実施設計を行いました。１項

２目器械及び備品費は６，３９４万８，６９０円で、老朽化した医療器

械や備品の追加購入、更新、買換え、新規購入を行いました。なお、１

項建設改良費の内訳については、少し前に戻りますが決算書１５ページ

の２工事等に載せています。２項企業債償還金は企業債償還元金のこと

で、決算額は３億９，９６１万３，５１２円となり、その明細は、決算

書１７ページ最上段及び最終ページの２５、２６ページに載せています。

３項他会計からの長期借入金償還金では、工業用水道事業会計に６，６

００万円を償還しました。償還額や残高の明細は、２項企業債償還金と

同じく決算書１７ページに載せています。以上で資本的収支の説明を終

わりますが、ずっと戻って、決算書３、４ページ欄外にも記載してある

とおり、資本的支出額に対し資本的収入額が不足する額３億６，５５１

万９，１１８円については、全額過年度分損益勘定留保資金で補塡しま

した。また、病院事業で最も重要な指標の一つである資金不足について

は、１０ページの貸借対照表から計算しますが、３０年度に引き続き、

令和元年度も発生しておりません。最後に２３、２４ページには有形固

定資産及び無形固定資産の種類別増減内訳を載せ、２５、２６ページに

は企業債の明細書を載せています。これで、令和元年度決算についての

説明を終わります。以上御審議のほど、よろしくお願いします。 

 

大井淳一朗委員長 ただいま病院局から説明を受けました。決算ですので、ペ

ージを追って確認をし、皆さんのほうで質疑をしていただければと思い

ます。まず、１ページから４ページですが、後ほど細かいところもあり

ますので、そちらのほうで見ていただければと思います。５ページ、６

ページ、病院事業の損益計算書、これについて皆さんのほうで気になる

ところがあれば、質疑をお願いします。よろしいですか。（「はい」と呼

ぶ者あり）取りあえず、ここは以上とします。７ページ、８ページです。
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病院事業の欠損金計算書ですが、また、戻ってきても構いませんので、

指摘していただければと思います。それではバランスシートです。９ペ

ージ、１０ページ、こちら気になることが、現時点であれば、特にあり

ませんか。（「はい」と呼ぶ者あり）続きまして１１ページです。財務諸

表の個別注記表みたいな感じですが、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ

者あり）それでは１２ページ、１３ページの事業報告書ですが、これに

ついて気になることがあれば。よろしいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）

それでは１４ページですが、こちらに職員の人数とかもありますが、こ

れもまた、個別のときに聞いていただけたらと思います。１５ページ、

１６ページはいかがですか。取りあえずよろしいですね。（「はい」と呼

ぶ者あり）それでは１７ページです。企業債については２５ページ、２

６ページにあります。これも取りあえずはよろしいですね。（「はい」と

呼ぶ者あり）キャッシュ・フロー計算書です。１８ページはよろしいで

すか。（「はい」と呼ぶ者あり）また戻ってきても構いませんので、その

ときはちゃんと指摘してください。それでは、中身に入りたいと思いま

すが、およそ３０分たちましたので、ここで休憩をしたいと思います。

２５分から再開します。 

 

午後２時２０分 休憩 

 

午後２時２５分 再開 

 

大井淳一朗委員長 それでは委員会を再開します。お手元にあります議案書１

９ページ、２０ページです。収益的収入及び支出を見ていきたいと思い

ます。分けていきたいと思います。まず病院事業収益のうち、医業収益、

入院とか外来とか、その他医業収益に絞っていきたいと思います。皆さ

んのほうで確認したいこととか、聞いておきたいことがあれば、質疑を

求めたいと思います。 

 

吉永美子委員 平成３０年度のときにお話があったのは、経営改善の一環とし

て白内障手術を当初週１回実施する予定だったけど、人手不足によって

月１回となって、８月からの開始で計１８件の実施でしたと。単価は１

件当たり約２２万円ということだったんです。令和元年度の状況をお知

らせください。 
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矢賀病院事業管理者 令和元年度もほぼ同じような状況で、たしか今年の１月

か２月から、一月に４人に、一人ですけど増やしていただきました。 

 

吉永美子委員 単価は同じですか。 

 

矢賀病院事業管理者 単価は同じだと思います。 

 

水津治副委員長 長期前受金戻入という会計がありますが、これは、あと何年

分ぐらい、減価償却がある間はこれがあると思うんですが、どのぐらい

あとあるものですか。 

 

大井淳一朗委員長 医業外収益は後ほどやります。 

 

吉永美子委員 健診の状況なんですけど、山陽小野田市民病院としては、やは

り今、山陽小野田市としても健診の受診率が大変低いという状況があっ

て、そういったところでは市民病院の役割というか、健診の受診率を少

しでも上げてもらう役割を引き受けてほしいなと思っているんですけど

も、健診への呼び掛けですよね。その辺というのは、これは以前も言っ

たような気がするんですけど、通院して来られたりとかする方、今度健

診がありますよねと、市民病院で受けてくださいねと、そういった投げ

掛けというのは行っていただいているのかなと思って。健診の役割です

ね、市民病院の役割は大きいと思うんですけど。 

 

和氣病院局事務部次長 私どもとしても、健診の件数を増やしたいという思い

は常に持っております。ただ、どうしても、いろんな検査の枠の関係で

なかなか増やしづらいというところがありまして、そこをどういうふう

にやっていこうかというのが、今の悩みどころです。件数を増やして、

市の健診に協力するという気持ちは常に持っています。 

 

吉永美子委員 決算から外れてはいけないから、あまりあれなんですが、何て

いうか、よそから来ていただいていますよね。何でしたっけ、参与とい

うか、（発言する者あり）だから、そういったところで、やはり健診を上

げることによって、収入が上がるというところでのアドバイスとかはな

いんでしょうか。 
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國森病院局事務部長 経営担当参与から、収益向上のための分析資料を頂いて

いますけど、健診から生み出すものについては、なかなか、そこまでは

出てきておりません。 

 

矢賀病院事業管理者 私の認識では、最もボトルネックになっているのはマン

パワーの問題です。例えば、胃カメラや胃透視など、どうしてもそれが

できる医師の数からいくと枠が限られてきますので、その範囲では精い

っぱいやっているつもりです。もう一つ、健診を受けるような対策を病

院で行っているかといえば、現時点では自信を持っているようなものは

ありませんので、健康増進課と相談して、何かできるものがあったら、

そういうことも考えていきたいというふうに思います。 

 

吉永美子委員 健診を、要はせっかく市民病院に来られている方に、健診の必

要性、そしてまた市民病院で受けてほしいというところのことは、市民

病院で是非ということは、是非進めていただきたいというのは、以前言

ったような気がしているんです。せっかく来られているわけだから、お

客さんをどう囲い込むかということが大事じゃないですか、市民病院と

しては。ただ、せっかく来られていて、今度こんなのがある、チラシな

んて幾らでもあるわけですから、そういったところを投げ掛けというの

はそんなに難しいですか。来られている患者さんに対してです。 

 

矢賀病院事業管理者 難しいことではありません。もう一度、洗い直すという

か、考え直してみます。健診を多くしたいという意識は、常々持ってい

ますので、その点は誤解のないようにしていただきたいと思います。現

実できている数については、マンパワーに依存しているということです。

ただ、啓発活動が十分できているかといったら、もう一つ、努力の余地

はあるかなという気もします。 

 

河﨑平男委員 市民病院の手術件数というのは、他の病院と比べてどうなんで

すか、多いほうなんですか。 

 

矢賀病院事業管理者 ほかの病院と比べる場合は、病院の機能や外科医の数に

よって変わってきますけども、医師の数とか、病院の規模からいったら、

手術の数は多いほうだと思います。決して少ないことはないと思います。 
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河﨑平男委員 手術件数をどんどん増やしたらいいのに。 

 

矢賀病院事業管理者 毎月、収支に関しては職員の上層部で共有しているんで

すけども、手術の件数が単価に影響してきますので、手術の重要性とい

うのは認識を共有しています。 

 

杉本保喜委員 その他の医療収益のところの８番目に、その他医療収益、文書

料、貸衣料というのがあるんですけど、これはどういうものですか。 

 

和氣病院局事務部次長 文書料は診断書などです。貸衣料は患者さんが入院中

に着る服です。 

 

大井淳一朗委員長 その他医業収益はよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

続きまして医業外収益です。先ほどの質問を繰り返してください。 

 

水津治副委員長 ６目の長期前受金戻入という勘定科目のことなんですが、こ

れは負債かどこかに、ちょっと見てなかったんですが、今年は１億２，

０００万と。今後の予定といいますか、どうなっているか分かりますか。 

 

和氣病院局事務部次長 これは、病院の建設に係るものや医療機器に係るもの

の関連になってくるものです。病院本体の金額を１５年間で計上するよ

うにしておりますので、今５年経過していますので、１０年程度は大き

な金額が挙がってくると思います。それ以外は医療機器ですので、１年

の額としては、それほど金額的には大きくなかろうかと思います。具体

的な数字を手元に持っておりませんけど、大体内容としてはそのような

形になります。 

 

吉永美子委員 先ほど言われた保育料です。院内保育所の状況をお知らせくだ

さい。 

 

和氣病院局事務部次長 令和元年度につきましては、職員が一月当たり５人前

後、院外の利用が、月によって変わっているんですが、大体一人か二人

の利用です。ちなみに現状は、院外の利用が一人で、院内の利用が６人

となっています。あと一時預かりという形はありますけど、毎日利用さ

れるお子さんについては、今申し上げた人数です。 
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吉永美子委員 ということは、たしかこれ定員２５名じゃなかったでしたか。 

 

和氣病院局事務部次長 ２５名です。 

 

吉永美子委員 かなり減っているんですけどで、原因というか、それとせっか

く造られたわけですよね、働きやすいようにという、極力、医療従事の

関係の人がここに来てもらうようにという思いでやっていると思うんで

すけど、なかなか思いに沿わないというのは、なぜなんでしょうかね。 

 

和氣病院局事務部次長 確かに以前の一時期は２５人いて、お断りしなくては

ならないというときもありました。当時は山口労災病院に院内保育所が

なかった関係で、労災病院にお勤めの方のお子さんを多く預かることも

あったんですが、労災病院に院内保育所ができまして、そちらの利用が

ほとんどなくなったというのがあります。今お預かりしているのはクリ

ニックにお勤めのお子さんです。院内保育所は利用しやすい金額を設定

し、復帰しやすい環境を作る目的で、運営しているもので、利益が出る

ということはなく、子どもを預かると、それだけ持ち出しが増えるとい

うことになります。お金が掛かっても、働き手が確保できるということ

を重視して、やっているものです。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それ

では特別利益です。これについては補正予算のときにやりましたので、

よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは以上とします。それ

では支出に入りたいと思います。病院事業費用のうち給与費。 

 

吉永美子委員 昨年９月のときの委員会の中では、医師数で平成３０年度は２

７名ということがあったんですが、令和元年度の状況です。それとあわ

せて、せっかくなので、これからの見込みをお知らせください。 

 

和氣病院局事務部次長 元年度につきましては２６名です。今後の見込みにつ

いては、はっきり分からないところもあり、どのようになるということ

は申し上げることできません。局長も医師の確保を何とかしたいという

ふうに考えて動いています。 
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矢賀病院事業管理者 現時点では、来年度は増える見込みです。人事は最後の

最後まで分かりませんけど、複数増えるんじゃないかと思います。 

 

大井淳一朗委員長 それは常勤ということですか。（発言する者あり）なるほど。

また、それはそのときに、いいニュースを待っています。給与費ですが、

よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは給与費は以上としま

す。材料費及び経費です。 

 

吉永美子委員 ジェネリックの医薬品の状況です。このことにつきましては、

平成３１年３月に１５品目を採用、令和元年度に入って６３品目を採用、

この状況をお知らせください。 

 

藤本病院局総務課主幹 令和元年度は１６８品目追加しまして、後発品の採用

率は１８．６％に上がりました。 

 

水津治副委員長 給食材料費が約６億円あるんですが、朝昼晩の１食当たりと

いうのは大体目安はどれぐらいで、材料の発注をしていますか。 

 

藤本病院局総務課主幹 朝昼晩で金額は違いますけれども、大体３００円前後

で作っています。 

 

水津治副委員長 他の病院に比べ、比較されたことがあればなんですが、大体

金額的にはどうなんですか。 

 

藤本病院局総務課主幹 他の病院の資料を持ってないんですが、栄養管理室に

聞いた話によると、他の病院よりも少し安いというふうに聞いています。 

 

水津治副委員長 修繕費が２，５００万ということで、前も聞いたかも分かり

ませんが、例えば、大きな修理をして、耐用年数が延びるということが

ありますね。大々的な修理をしたとき、耐用年数が延びるという可能性

が中にはあると思うんです。そういった場合、ある程度の金額は資本的

な支出という考えは、病院会計ではしておられるのか、あるのか、ない

のか、お尋ねします。 

 

藤本病院局総務課主幹 考え方としまして、大規模改修につきましては耐用年
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数を延ばすということで、４条予算で、工事請負費で組むことがありま

す。あくまで、ここの修繕というのは耐用年数を延ばすほどの効果はな

いにしても、壊れたものは修繕しないといけないということで、小規模

のもの、耐用年数に影響しない小規模なものを、ここで計上するように

しています。 

 

大井淳一朗委員長 聞いた話なんですが、血圧計など、病院を建て替える前の

機器をまだ使っているんじゃないかと。その辺の施設、設備をよくして

ほしいという声をちょっと聞いたことあるんですが。その辺はいかがで

すか。 

 

和氣病院局事務部次長 例えば内科の外来のところに置いてある、患者さんが

自分で測る血圧計のことなのかなと思います。 

 

大井淳一朗委員長 看護師が使うものです。 

 

和氣病院局事務部次長 古いものでも使えるものは使います。使えなくなれば

廃棄するわけなんですが、使用に耐え得るものは使っています。ただ、

昔使っていました水銀を使うものは処分しています。 

 

矢賀病院事業管理者 血圧計だけではなく、医療機器については高額なもので

すから、耐用年数が１０年となっていても、１５年使えるものは、１５

年使いますし、修繕ができなくなると業者が言うまで、使うことを心掛

けています。 

 

大井淳一朗委員長 精度が悪かったら、患者さんにとってよくないので、その

辺はまた精査されて、日頃は節約と言っておりますけど、必要なものは

経費を掛けていただきたいと思います。 

 

杉本保喜委員 経費の９番目の食糧費、これはどういうものでしょうか。 

 

和氣病院局事務部次長 これにつきましては、令和元年度に市内の医療機関の

先生方に病院に来ていただき、会議を行いましたので、その際のお茶や

食事を多少提供しましたので、そういったものになります。 
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杉本保喜委員 私はこれを見て思ったんですけれど、台風が近づいていると、

何らかの形で、病院が孤立するような格好で対応するというときに、応

急の食糧、水、そういうものが必要です。避難所も用意するんだけれど、

病院としては、その辺りのところは何か考えておられますか。 

 

和氣病院局事務部次長 備蓄食の御質問かと思います。備蓄食につきましては、

具体的にどのぐらいの量があったかははっきりと覚えておりませんけど、

３日分程度を目安にそろえていくように、順次入れております。大体３

日分ぐらい今そろってきているところじゃなかったかとは思います。水

につきましても、同様に５年ぐらいもつペットボトルとかを入れており

ます。水道局にも御協力いただきまして、森響水を置いております。 

 

國森病院局事務部長 現在、患者用２００人分を７回分ほど確保しております。

２年度中に先ほど言った３日分、９回分を確保することになっています。

パン、米、豚汁とかカレーとか、そういったものです。 

 

水津治副委員長 材料費、特に経費のほうで、今の病院の患者数、外来患者数

等を鑑みて、病院改善のために経費の節約ということを、いろんな項目

ごとに詰めてきておられると思うんですが、令和元年度、特にここは改

善が見られたという部分がありましたら、お答えいただきたいんですが。 

 

矢賀病院事業管理者 そういう質問をされて、すぐに思いつくものはないんで

すが、全体的には薬剤の使用料は伸びているんですけども、薬剤費の値

引き率については交渉して、成果が上がっているんじゃないかと考えて

います。経費のことを言われるんですけども、これまでもいろんな面で

経費節減に努めてきていますので、経費を節減するところが余りないん

です。だから、少しずつできることをやって、少しは成果が上がってい

る部分があると思うんです。ただ、それを超す勢いで薬剤費が高騰する

ということはあります。答えにはなっていませんけど、すぐ思いつくも

のはありません。 

 

國森病院局事務部長 全体的には経費が伸びているというのは、医業収益との

関係もあると思います。経費節減については業者集約をしたり、今度は

反対に増やして見積りを取ったり、価格交渉、一つはベンチマークによ

り価格交渉をして、よそと同じように低価格で購入する。また共同購入
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についてもやりながら、３年前か４年前に１回やっていますから、それ

だけの効果というのは、今はないんですけど、毎年こういった工夫をし

ながら、少しずつ落としていっております。 

 

水津治副委員長 できるだけ業者さんと委託先と、いい関係の中で協議をされ

て、現状にあった契約となるように、特に給食業務辺りは、食数が大分

減ってきていると思うんで、特に今後は、ここがポイントになるような

気がしておりますんで、続いて努力をお願いしたいと思います。 

 

大井淳一朗委員長 それでは、２１ページの減価償却資産減耗、それから研究

研修、長期前払消費税償却です。医業費用の残りです。よろしいですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）それから営業外費用です。特別損失、予備費は

よろしいですか。収益的支出になりますが、残りの医業外費用、よろし

いですね。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは資本的収入及び支出に入り

たいと思います。収支全般を対象にしたいと思いますが、資本的収支、

収入及び支出ですが、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それで

は以上とします。全般的に聞いておきたいことがあれば、質疑を受けた

いと思います。 

 

松尾数則委員 １２、１３ページです。これにコロナウイルスに対抗して、い

ろんな診療を行うという説明があるんですが、ＰＣＲ検査の説明がない

んで、どういうふうになっているか聞きたかったんですが。 

 

矢賀病院事業管理者 ＰＣＲ検査はうちでも導入する予定で、既に機械を発注

しています。現在、非常に需要が多いということで、日にちまでははっ

きりしてないんですけども、１１月に納入される予定です。どういう使

い方をするかと言いますと、市民病院を受診した患者さんで、検査が必

要な方はいますし、もう一つは、市内の開業医の先生から依頼されたも

のについて、うちで検査ができるような体制を組もうと考えています。

この機械は全自動で誰がやっても安定した結果が得られるということと、

約１時間で結果が出るということで、午前中に出た検体は、その日のう

ちの結果をお知らせすることができるので、発熱症状がある方が不安な

ときを過ごすのが、少しでも短くなればいいというふうに思っています。

医師会の先生方とも昨日話したんですが、山陽小野田市は比較的小さな

市ですので、小回りが利くような体制が組めればいいかなと思っていま
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す。 

 

松尾数則委員 その場合に、別の棟とか、別の場所が必要ではないんですか。

それは大丈夫なんですか。 

 

矢賀病院事業管理者 検体は誰かに運んで来ていただいて、その検体をうちの

検査室で検査して、それをお知らせするということです。病院としては

なるべく、コロナウイルスを持っている方は、病院の建物の中に入って

いただきたくないということがありますので、それぞれ役割分担をして、

高額な機械で、病院しか置けませんので、そういう面で十分役に立てる

んじゃないか考えています。 

 

吉永美子委員 １２月に議会報告会開いたときに、再検証病院の公表について

ということで、議会報告会の中で民生福祉常任委員会から報告したわけ

ですが、いろんな御意見を頂いたんですけれども、市民の意見なので、

是非届けさせていただきたい部分があって、お褒めの言葉としては、病

院が新しくなって、きれいになり環境が良くなった。矢賀さんは労災に

おられたので、あまり言いたくないけど、労災は古く、駐車場が有料。

市民病院はきれいで、駐車場が無料で使いやすい。そういうお褒めの言

葉を頂いているんですけれども、言われているのが、脳外科を充実して

ほしいというお声があるんですが、それ１点と、それと仕事をしながら

の産婦人科受診は難しく、市民病院以外で受診していると。診療時間の

ことなんじゃないかと思うんですけども、あと不測の事態があったとき

の対応が遅い。先生が来るまでに時間が掛かると言われて、何かのそう

いうケースに当たられた方なのかと思うんですが、その辺でちょっとお

考えがあれば、お聞きしておきたいと思います。 

 

矢賀病院事業管理者 脳外科については、今非常勤で対応していますけども、

常勤を要望しています。派遣元は山口大学。現在、教授が不在で、この

９月か１０月に教授選があり、それで教授が決まるということです。そ

こでもう一度改めて相談したいと思っています。これまでの大学の考え

方は、山陽小野田市に必要な脳外科の医師はトータルでこれぐらいだろ

うということで、労災病院に二人いて、それ以外は派遣する余裕がない

というようなことでした。現在、労災病院の常勤が一人になっています

ので、多少考え方が変わるかも分かりません。診療時間については、病
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院の時間が決められております。具体的にどういう時間帯を希望されて

いるのかよく分かりませんけど、診療時間を変更することは考えていま

せん。不測の事態があった場合の対応が遅いということですけども、こ

れも具体的な事例、どういう事象であったのかが分からないと、一概に

は答えにくいところがあります。もし、何かありましたら、病院に連絡

していただいたら、きちんと説明しますので、連絡していただけたらと

思います。本当は対応がもう少し早くできた場合もあるでしょうし、そ

うじゃないこともあるんですよね。例えば、救急車が入ってきた場合で

も、ほかの救急車の人を診ていると、どうしても遅れてしまうという場

合もあります。そういうことは、遅れたほうの患者さんには分からない

こともありますので、説明をしたら分かっていただける部分もあるだろ

うし、こちらの不手際というか、対応が遅過ぎたというようなケースも

あるんでしょうけど、具体的なことがないと、一概には言えません。 

 

吉永美子委員 もう少し具体的だと分かったかもしれないんですが、それで、

今言われた受診の時間なんですけど、産婦人科受診は難しく、仕事をし

ながらということは、時間の長さじゃないかなというふうに思うわけで

すが、うちは周産期というか、妊産婦さんのことについて力を入れてい

ると思っているもんだから、なおさら聞くんですけど、産婦人科受診が

難しいと、市民病院以外で受診をしているんですと言われているわけで

すよ。ということは、よその病院はもっと長くして、仕事をした後でも

受けられるようなことをしているという、市内なり、そういったことの

実態というのは、何か分かっておられるんですか。 

 

矢賀病院事業管理者 開業医の先生の場合は、産婦人科はどうか分かりません

けど、ほかの科の先生は大体６時ぐらいまでやられていますし、土曜日

もやられている。病院は５時までですよね。それを６時までしてくださ

いと言われますと、ほかの職員の勤務体制から全部やり直さないといけ

ませんので、即答はできません。現時点では無理だと思います。 

 

杉本保喜委員 ＰＣＲ検査について質問があったんですけど、処理能力という

か、１時間以内に検査の結果が出ますよということなんですが、どれぐ

らいの処理能力かをちょっと教えていただきたい。 

 

矢賀病院事業管理者 人手の問題で、ほかの検査業務をやりながらやりますの
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で、現場の人の意見では、１日２０件ぐらいならできそうだということ

を言われていました。 

 

河﨑平男委員 地域包括ケア病棟に一部転換されて、収益向上をされておりま

す。経営改善のためにどんなことをするかは、市民にどのように周知す

るか考えていますか。 

 

矢賀病院事業管理者 コロナで非常にダメージを受けているわけですけども、

妙案を持ってＶ字回復するという手立ては、誰に聞いてもありません。

地道に患者確保に向けて活動する以外はないんじゃないかということで

す。経営担当参与の話が出ましたけども、現在彼の意見も取り入れて、

広報活動ですが、クリニックの訪問をかつてないほど大規模にやること

を計画しております。これも近々始めまして、その効果がどれぐらいあ

るかというのを、私とか、院長とか、ほかの医者も手分けして、また事

務も一緒に訪問して、市民病院に対する御意見とか、そういうものを伺

って、改善できるところは改善していくと。去年、一昨年も、私とか、

院長とかはやったんですけれども、もっと組織立ってやろうということ

になっています。もう一つはなんですか。 

 

河﨑平男委員 経営改善に向けての、市民に周知する方法はどうですかという

質問です。 

 

矢賀病院事業管理者 考慮中で名前を言わないほうがいいと思うんですけど、

ある議員から、病院の広報紙というのがあるんですけども、市報も利用

できないかという意見を頂きました。今までなかったんですが、これは

我々だけでは決められません。市の広報の担当、また議員と相談したい

と思います。宣伝の効果というのは間違いなく、皆さん目を通されるの

で、非常に良い意見を伺ったなと私は思っています。 

 

杉本保喜委員 今の広報に載せるというのは、非常に私も大賛成なんですけれ

ど、病院の中で、病院だよりみたいなのを定期的に出していますよね。

病院に行くと壁に貼っていたり、見られるようにしているんですけれど、 

この前うちの議員控室に置いてくれたりしていたんですけど、あれをも

っともっと配る。あれ、公民館なんかに置いていましたかね。 

 



73 

 

和氣病院局事務部次長 院内のほかは、市役所に置いてくださいということで

持ってきております。それと、図書館に置いています。公民館はこれか

ら開拓していくところです。 

 

杉本保喜委員 公民館が一番人の行き来は激しいから、あそこにも置くと随分

違うと思いますので、検討してください。 

 

大井淳一朗委員長 それでは、質疑を打ち切りたいと思います。討論はありま

せんか。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは、申し合わせ事項１０５、議

会選出の監査委員である常任委員は、決算審査に係る当該委員会での表

決において退席するものとするとありますので、河﨑委員の退席を求め

ます。 

 

（河﨑平男委員退室） 

 

大井淳一朗委員長 それでは採決に入ります。議案第８５号、令和元年度山陽

小野田市病院事業会計決算認定について賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

大井淳一朗委員長 全員賛成にて、認定すべきものと決しました。 

 

（河﨑平男委員入室） 

 

大井淳一朗委員長 それでは以上をもちまして本日の委員会を終了します。 

 

 

午後３時１０分 散会 

 

 

令和２年９月２日 

 

民生福祉常任委員長 大 井 淳一朗 


